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(57)【要約】
【課題】屋外環境下などの水勾配の形成が必要な施工に
おいて、非吸水性の下地床の上面に、下地床との密着性
がよく、水勾配の形成が容易で、施工効率が高く、耐久
性に優れた、複合床構造体の施工方法及びその方法によ
って得られた複合床構造体を提供する。
【解決手段】勾配を有する非吸水性の下地床の上面に、
アルミナセメントを含むポリマーセメント組成物からな
る下地調整材を用いて下地調整材層を設ける工程と、下
地調整材層の上面に、樹脂粉末を含むレベリング材を用
いてレベリング材スラリー硬化体層を設ける工程とを含
む、複合床構造体の施工方法である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　勾配を有する非吸水性の下地床の上面に、アルミナセメントを含むポリマーセメント組
成物からなる下地調整材を用いて下地調整材層を設ける工程と、
　下地調整材層の上面に、樹脂粉末を含むレベリング材を用いてレベリング材スラリー硬
化体層を設ける工程と
を含む、複合床構造体の施工方法。
【請求項２】
　レベリング材に含まれる樹脂粉末が、アクリル共重合系の再乳化型樹脂粉末であって、
樹脂粉末の１次粒子の平均粒径が０．２～０．８μｍであり、樹脂粉末の１次粒子表面が
ポリビニルアルコールの水溶性保護コロイドで被覆されている、請求項１記載の複合床構
造体の施工方法。
【請求項３】
　レベリング材が、アルミナセメント、ポルトランドセメント及び石膏からなる水硬性成
分を含む、請求項１又は２記載の複合床構造体の施工方法。
【請求項４】
　レベリング材が、水硬性成分と樹脂粉末とを含み、さらに無機粉末、細骨材、凝結調整
剤、流動化剤、増粘剤及び消泡剤から選択される少なくとも１種以上を含む、請求項１～
３のいずれか１項記載の複合床構造体の施工方法。
【請求項５】
　レベリング材スラリー硬化体層の表面のショア硬度が、レベリング材のスラリーの打設
の完了から２時間後に１０以上である、請求項１～４のいずれか１項記載の複合床構造体
の施工方法。
【請求項６】
　レベリング材スラリー硬化体層の表面のショア硬度が、レベリング材のスラリーの打設
の完了から６時間後に５０以上である、請求項１～５のいずれか１項記載の複合床構造体
の施工方法。
【請求項７】
　レベリング材スラリー硬化体層を設ける工程が、
　下地調整材層の上面に、レベリング材を用いて第一レベリング材スラリー硬化体層を設
ける工程と、
　第一レベリング材スラリー硬化体層の上面に、レベリング材を用いてさらに第二レベリ
ング材スラリー硬化体層を設ける工程と
を含む、請求項１～６のいずれか１項記載の複合床構造体の施工方法。
【請求項８】
　レベリング材スラリー硬化体層の上面に、塗り床材仕上げ層、貼り床材仕上げ層及び塗
料を用いた塗装仕上げ層から選ばれるいずれか１種の仕上げ層を設ける工程をさらに含む
、請求項１～７のいずれか１項記載の複合床構造体の施工方法。
【請求項９】
　ポリマーセメント組成物が、アルミナセメント、ポルトランドセメント及び高炉スラグ
粉を含む水硬性組成物と、エポキシ樹脂とを含むポリマーセメント組成物Ａであり、エポ
キシ樹脂が、エポキシ樹脂の非水性主剤とエポキシ樹脂の水性硬化剤とを含む、請求項１
～８のいずれか１項記載の複合床構造体の施工方法。
【請求項１０】
　エポキシ樹脂が、エポキシ樹脂の非水性主剤と、エポキシ樹脂の水性硬化剤と、水とを
配合したエポキシ樹脂エマルションの形態である、請求項９記載の複合床構造体の施工方
法。
【請求項１１】
　ポリマーセメント組成物が、アルミナセメント、細骨材、フィロケイ酸塩鉱物、短繊維
及び消泡剤を含む水硬性組成物と、エチレン－酢酸ビニル共重合体エマルション及びアク
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リル系重合体エマルションを含むポリマーセメント組成物Ｂである、請求項１～８のいず
れか１項記載の複合床構造体の施工方法。
【請求項１２】
　塗り床材仕上げ層が、エポキシ樹脂系塗り床材、ウレタン樹脂系塗り床材、メタクリル
樹脂系塗り床材、アクリル樹脂系塗り床材、ポリエステル樹脂系塗り床材、ビニルエステ
ル系塗り床材及びポリマーセメント系塗り床材から選択されるいずれか１種である塗り床
材を用いて設けられる、請求項１～１１のいずれか１項記載の複合床構造体の施工方法。
【請求項１３】
　複合床構造体の床面が勾配を有する、請求項１～１２のいずれか１項記載の複合床構造
体の施工方法。
【請求項１４】
　非吸水性の下地床が、陶磁器タイル張り床、樹脂製張り床、ガラス張り床、石張り床、
樹脂塗り床及び鋼板床から選ばれるいずれかである、請求項１～１３のいずれか１項記載
の複合床構造体の施工方法。
【請求項１５】
　非吸水性の下地床が、船舶の甲板の鋼板床である、請求項１～１４のいずれか１項記載
の複合床構造体の施工方法。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれか１項記載の施工方法によって得られる複合床構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、船舶甲板、建築物のバルコニー及び共有廊下等の勾配を有する場所への複合
床構造体の施工方法及びその施工方法によって得られる複合床構造体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建築物に付設されているバルコニーや共有廊下などは、屋外に位置しているため風雨に
曝されることから耐候性が求められるとともに、コンクリート床表面に雨水が溜まるのを
防止するために、一般的にコンクリート床表面には左官鏝などを用いてモルタル材を施工
して緩やかな水勾配が形成される。
【０００３】
　また、船舶甲板の鋼板床も勾配を有しており、この鋼板床の上面にもコンクリートを用
いた複合床構造体を設ける場合がある。
【０００４】
　船舶甲板等の塗床方法として、例えば、引用文献１には、予め清掃処理を行った金属塗
面に赤錆・黒錆変換液を塗布して一定時間経過後これを洗浄して乾燥せしめる下地処理を
行い、次いでその上に二液型エポキシ樹脂と粒状の骨材とを一定の体積比で混練した混練
材を含む一定の厚みの塗膜を形成し、さらにこの中層の表面に有機重合物と有機固体分よ
りなる防水塗料を塗布して防水皮膜を形成することを特徴とする船舶甲板等の塗床方法が
開示されている。
【０００５】
　また、特許文献２には、船舶の鋼板上に施工される層構造材であって、少なくとも制振
層と下地層とからなり、該制振層がアクリル樹脂系エマルションを含む配合物からなり、
該下地が合成ゴムラテックスを含有するセメントであることを特徴とする船舶用構造材が
開示されている。
【０００６】
　また、特許文献３には、エポキシ系合成樹脂材を含む複合樹脂組成物として、粉末骨材
と、水硬性材と、エポキシ系合成樹脂材と、樹脂硬化材とを少なくとも混合してなる複合
樹脂組成物であって、使用に際して、前記エポキシ系合成樹脂材と樹脂硬化材とが所定比
率で混合されることを特徴とする複合樹脂組成物が開示されている。
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【０００７】
　また、特許文献４には、金属被覆用のセメント組成物として、セメント、エチレン－酢
酸ビニル共重合体ケン化物、水、アルコールよりなるセメント組成物が開示されている。
【特許文献１】特開昭５５－１１６４７３号公報
【特許文献２】特開２００４－２４９８０５号公報
【特許文献３】特開２００１－２３３９４１号公報
【特許文献４】特開平１－１３８１６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　マンションの共用廊下やバルコニー等の外部床は、コンクリート直押えで水勾配の所要
精度が得られないため、一般的に、左官用補修材等で補修が行なわれることが多く、溝及
び壁際にウレタン系等の塗布防水を施した上に塩化ビニル等の長尺シートによる仕上げが
多い。この場合、床補修は微妙な勾配の調整に熟練度が要求されることになるが、左官職
人の高齢化・就業者数の減少により、短期間の工期での大量施工が困難になってきている
。また、廊下やバルコニーは作業通路として用いられるため、通行禁止期間の短縮が望ま
れるが、左官用補修材の低温時の硬化遅延、硬化前の他業者の立入りや施工中、養生中の
風雨による再補修と相俟って、工事期間が長くなることが多い。
【０００９】
　このような背景のもと、近年、省力化を目的として、高流動タイプのモルタルが普及し
ているが、硬化速度が遅く、工期短縮に至っていないのが現状である。また、日光や風が
当たる場所での施工となる場合には、モルタル表面の乾燥によるシワや気泡跡、硬化体に
ひび割れが発生しやすいなどの問題がある。
【００１０】
　また、船舶甲板は勾配を有するので、船舶甲板上面に複合床構造体を施工する場合には
、上述の場合と同様、微妙な勾配の調整に熟練度が要求され、短期間の工期での大量施工
が困難であるという問題がある。
【００１１】
　さらに、床船舶甲板は一般に鋼板床であるので、非吸水性である。このような非吸水性
の下地床にレベリング材を施工する場合、レベリング材の一般的なプライマーを用いると
、非吸水性の下地床との密着性が悪いという問題が生じる。
【００１２】
　本発明は、屋外環境下などの水勾配の形成が必要な施工において、非吸水性の下地床の
上面に、下地床との密着性がよく、水勾配の形成が容易で、施工効率が高く、耐久性に優
れた、複合床構造体の施工方法及びその方法によって得られた複合床構造体を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、勾配を有する非吸水性の下地床の上面に、アルミナセメントを含むポリマー
セメント組成物からなる下地調整材を用いて下地調整材層を設ける工程と、下地調整材層
の上面に、樹脂粉末を含むレベリング材を用いてレベリング材スラリー硬化体層を設ける
工程とを含む、複合床構造体の施工方法である。
【００１４】
　本発明の複合床構造体の施工方法の好ましい態様を以下に示す。本発明では、これらの
態様を適宜組み合わせることができる。
（１）レベリング材に含まれる樹脂粉末が、アクリル共重合系の再乳化型樹脂粉末であっ
て、樹脂粉末の１次粒子の平均粒径が０．２～０．８μｍであり、樹脂粉末の１次粒子表
面がポリビニルアルコールの水溶性保護コロイドで被覆されている。
（２）レベリング材が、アルミナセメント、ポルトランドセメント及び石膏からなる水硬
性成分を含む。
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（３）レベリング材が、水硬性成分と樹脂粉末とを含み、さらに無機粉末、細骨材、凝結
調整剤、流動化剤、増粘剤及び消泡剤から選択される少なくとも１種以上を含む。
（４）レベリング材スラリー硬化体層の表面のショア硬度が、レベリング材のスラリーの
打設の完了から２時間後に１０以上である。
（５）レベリング材スラリー硬化体層の表面のショア硬度が、レベリング材のスラリーの
打設の完了から６時間後に５０以上である。
（６）レベリング材スラリー硬化体層を設ける工程が、下地調整材層の上面に、レベリン
グ材を用いて第一レベリング材スラリー硬化体層を設ける工程と、第一レベリング材スラ
リー硬化体層の上面に、レベリング材を用いてさらに第二レベリング材スラリー硬化体層
を設ける工程とを含む。
（７）レベリング材スラリー硬化体層の上面に、塗り床材仕上げ層、貼り床材仕上げ層及
び塗料を用いた塗装仕上げ層から選ばれるいずれか１種の仕上げ層を設ける工程をさらに
含む。
（８）ポリマーセメント組成物が、アルミナセメント、ポルトランドセメント及び高炉ス
ラグ粉を含む水硬性組成物と、エポキシ樹脂とを含むポリマーセメント組成物Ａであり、
エポキシ樹脂が、エポキシ樹脂の非水性主剤とエポキシ樹脂の水性硬化剤とを含む。
（９）エポキシ樹脂が、エポキシ樹脂の非水性主剤と、エポキシ樹脂の水性硬化剤と、水
とを配合したエポキシ樹脂エマルションの形態である。
（１０）ポリマーセメント組成物が、アルミナセメント、細骨材、フィロケイ酸塩鉱物、
短繊維及び消泡剤を含む水硬性組成物と、エチレン－酢酸ビニル共重合体エマルション及
びアクリル系重合体エマルションを含むポリマーセメント組成物Ｂである。
（１１）塗り床材仕上げ層が、エポキシ樹脂系塗り床材、ウレタン樹脂系塗り床材、メタ
クリル樹脂系塗り床材、アクリル樹脂系塗り床材、ポリエステル樹脂系塗り床材、ビニル
エステル系塗り床材及びポリマーセメント系塗り床材から選択されるいずれか１種である
塗り床材を用いて設けられる。
（１２）複合床構造体の床面が勾配を有する。
（１３）非吸水性の下地床が、陶磁器タイル張り床、樹脂製張り床、ガラス張り床、石張
り床、樹脂塗り床及び鋼板床から選ばれるいずれかである。
（１４）非吸水性の下地床が、船舶の甲板の鋼板床である。
【００１５】
　また、本発明は、上述の施工方法によって得られる複合床構造体である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明により、屋外環境下などの水勾配の形成が必要な施工において、非吸水性の下地
床の上面に、下地床との密着性がよく、水勾配の形成が容易で、施工効率が高く、耐久性
に優れた、複合床構造体の施工方法及びその方法によって得られた複合床構造体を得るこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明者らは、上記課題に対して鋭意試行錯誤を繰り返した結果、レベリング材のスラ
リーを安定して施工するに充分な可使時間（ハンドリングタイム）を保持しながらも、工
事スケジュールの延長を最小限に留めることが可能な速硬性・速乾性を有しつつ、水勾配
を形成することに優れたレベリング材を見出した。
【００１８】
　さらにこのレベリング材と、所定の下地調整材とを組み合わせて施工し、場合によりそ
の上面に塗り床材を施工することにより、非吸水性の下地床への密着性の良好な複合床構
造体の施工が可能であり、施工効率と水勾配を形成することに優れ、供用時にも良好な耐
久性を有する複合床構造体を得ることができることを見出し、本発明を完成させた。
【００１９】
　なお、「複合床構造体」とは、下地床と、その上面に設けられた床構造体とを含む床構
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造体である。また、「非吸水性の下地床」とは、下地床の全体が非吸水性の場合だけでな
く、下地床の少なくとも一部が非吸水性である場合も含むものである。
【００２０】
　本発明の勾配を有する複合床構造体の施工方法及びその施工方法によって得られる複合
床構造体について、図１（ａ）～図１（ｅ）に示す図面にしたがって実施形態の一例を説
明する。
【００２１】
　図１（ａ）は、屋外の下地床１１を示す部分断面図である。本発明では、まず図１（ｂ
）に示すように、凹凸（小さな凹凸）や平滑度が低い勾配を有する下地床上面１２に、後
述する所定のポリマーセメント組成物からなる下地調整材を用いて下地調整材層１３を施
工する。
【００２２】
　次に、下地調整材層１３が乾燥して造膜したのち、その上面に図１（ｃ）に示すように
、樹脂粉末を含む所定のレベリング材を用いて、レベリング材スラリー１４を打設する。
【００２３】
　なお、レベリング材スラリーの調製及び施工は、レベリング材を袋物の形態で施工現場
に搬入し、施工場所の近傍で現場設置型の混合・混練装置やハンドミキサー等の混合機を
用いて、所定量の水とレベリング材とを混合・混練してレベリング材スラリーを調製する
ことができる。
【００２４】
　次に、下地調整材層１３の上面に供給・打設されたレベリング材スラリー１４を、図１
（ｄ）に示すように、左官鏝、トンボ及び／又はスパイクローラーなどを用いて所定の勾
配が得られるように下地調整材層１３の上面全体にレベリング材スラリー１４を押し広げ
たのち、スラリー表面を、左官鏝を用いて所定の傾斜を持たせて平滑に仕上げる。
【００２５】
　レベリング材スラリーが硬化した後、図１（ｅ）に示すように、レベリング材スラリー
硬化体１６の上面に、仕上げ層１７を形成することができる。仕上げ層を形成する材料と
しては、各種樹脂製タイルやシート仕上げ材などの貼り床仕上げ材又は塗り床材などを用
いることができる。また各種塗料を用いて塗装仕上げを行うことができる。
【００２６】
　なお、前記の本発明の施工方法おいて、施工面積が２００ｍ２以上の大面積である場合
には、特開２００８－５７２０２号公報の図４に示すようなレベリング材を貯蔵するタン
クを備えたレベリング材スラリー調製・施工用トラックを使用することが好ましい。レベ
リング材スラリー調製・施工用トラックを用いることにより、レベリング材のスラリーを
連続的に調製して、施工箇所へ連続的に供給して施工できることから、施工効率及び施工
品質の観点からさらに優れたレベリング材スラリー硬化体層を得ることができる。
【００２７】
　レベリング材スラリー調製・施工用トラックを好適に適用できる施工面積としては、好
ましくは２００ｍ２以上の施工面積を有する現場、さらに好ましくは４００ｍ２以上の施
工面積を有する現場、特に好ましくは５００ｍ２以上の施工面積を有する現場である。こ
のような大面積の現場にレベリング材スラリーを施工する場合に、前記トラックを用いる
ことで施工効率の高さが顕著となり、次工程である塗り床材の施工への移行期間を大幅に
短縮することができる。
【００２８】
　本発明の複合床構造体の施工方法によれば、所定の下地調整材、所定のレベリング材及
び所定の仕上げ材を組み合わせるものである。それによって、多種多様の凹凸や傾斜を有
する非吸水性の下地床の上面に、レベリング材スラリーを施工・硬化させて所定の傾斜を
有した平滑なレベリング材スラリー硬化体層を形成した後に、仕上げ材を施工することが
できる。そのため、仕上げ材の仕上り面もまた所定の勾配を有した平滑な仕上げ面を有し
、良好な供用性と美観が得られる。



(7) JP 2010-77702 A 2010.4.8

10

20

30

40

50

【００２９】
　また、本発明の施工方法に用いる好ましいレベリング材は、アルミナセメント及び樹脂
粉末を適正量含むことにより、速硬性・速乾性に優れ、所定の勾配を有する床面を容易に
形成できるレベリング材を用いることによって、極めて効率的にかつ安定的に各種仕上げ
材の下地を施工することが可能である。
【００３０】
　また、本発明の施工方法に用いることにより、塗り床材や貼り床材等の非吸水性の、既
設の下地床を除去する必要もなく、その上面に、各種仕上げ材を用いた新たな床構造体を
、密着性良く施工して設けることによって、本発明の複合床構造体を形成することができ
る。
【００３１】
　本発明の施工方法によって施工することができる既設の非吸水性の下地床としては、例
えば、鋼製床表面層やコンクリート床表面層の上面に、塗り床仕上げ層又は貼り床仕上げ
層を設けた構造を挙げることができる。貼り床仕上げとしては、タイル仕上げ、天然石板
仕上げ、陶磁器板仕上げ、金属板仕上げ、樹脂板仕上げ及び樹脂シートから選ばれる非吸
水性仕上げを設けた構造を挙げることができる。特に、船舶の甲板の鋼板床を下地床とし
て本発明の施工方法に用いた場合には、高強度で高耐磨耗な特性を有することから複合床
構造体として優れた耐久特性が得られるなど、優れた甲板面を容易に得ることができるた
めに好ましい。
【００３２】
　なお、既設の下地床が、鋼製床表面層やコンクリート床表面層の上面の少なくとも一部
に、貼り床材仕上げ又は塗り床材仕上げなどの非吸水性仕上げを設けた構造を有する場合
のように、下地床の一部が非吸水性であり、他の部分が吸水性であっても、下地床全体に
対してポリマーセメント組成物を密着性良く施工することができる。
【００３３】
　次に、本発明で用いる下地調整材、レベリング材及び仕上げ材について説明する。
【００３４】
＜下地調整材＞
　本発明で使用する下地調整材は、非吸水性の下地床とレベリング材スラリー硬化体とを
強固に接着するために用いる。本発明の施工方法に用いる下地調整材としては、アルミナ
セメントを含むポリマーセメント組成物を好ましく用いることができ、以下に説明するポ
リマーセメント組成物Ａ及びポリマーセメント組成物Ｂから選択される少なくとも一つを
用いることが特に好ましい。
【００３５】
＜ポリマーセメント組成物Ａ＞
　本発明の施工方法用いる下地調整材として、所定のポリマーセメント組成物Ａからなる
下地調整材を用いることが好ましい。ポリマーセメント組成物Ａは、アルミナセメント、
ポルトランドセメント及び高炉スラグ粉を含む水硬性組成物と、エポキシ樹脂とを含むポ
リマーセメント組成物であり、エポキシ樹脂が、エポキシ樹脂の非水性主剤（「油性主剤
」ともいう）とエポキシ樹脂の水性硬化剤とを含むことを特徴とするポリマーセメント組
成物である。以下、本発明の施工方法用いる下地調整材として好ましいポリマーセメント
組成物Ａの好ましい態様を具体的に説明する。
【００３６】
　ポリマーセメント組成物Ａに含まれるエポキシ樹脂としては、エポキシ樹脂の非水性（
油性）主剤とエポキシ樹脂の水性硬化剤とを用いる。
【００３７】
　ポリマーセメント組成物Ａに含まれるエポキシ樹脂の主剤は、非水性主剤（油性主剤）
であればその種類・タイプ等の制限なく使用できる。エポキシ樹脂の非水性（油性）主剤
としては、特にビスフェノールＡを好ましくは７０％以上、さらに好ましくは７５％以上
含むものが好適に使用される。ポリマーセメント組成物Ａに含まれるエポキシ樹脂の非水
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性（油性）主剤とは、その構成成分として水を含まないものである。したがって、予めエ
ポキシ樹脂の非水性（油性）主剤と水とを混合攪拌して調製したエマルションは、本発明
で用いるエポキシ樹脂の非水性（油性）主剤とは異なるものであり、ポリマーセメント組
成物Ａでは用いない。
【００３８】
　ポリマーセメント組成物Ａにおけるエポキシ樹脂の硬化剤は、水性のものであればその
種類・タイプ等の制限なくすべて使用できる。エポキシ樹脂の水性の硬化剤としては、特
に水に低粘度分散又は溶解するものが好ましく、構造的には変性ポリアミン、変性ポリア
ミドアミン等が好適に使用できる。
【００３９】
　ポリマーセメント組成物Ａのエポキシ樹脂は、エポキシ樹脂の非水性（油性）主剤と、
エポキシ樹脂の水性硬化剤と、水とを含む配合物とを混合攪拌して、均質なエポキシ樹脂
エマルションを調製して、エポキシ樹脂エマルションの形態として使用することが好まし
い。
【００４０】
　エポキシ樹脂の非水性（油性）主剤とエポキシ樹脂の水性硬化剤との混合割合は、非水
性（油性）主剤１００質量部に対して、水性硬化剤が２０～４００質量部を配合すること
が好ましい。
【００４１】
　ポリマーセメント組成物Ａに含まれる水硬性組成物は、水硬性成分としてアルミナセメ
ントとポルトランドセメントとを含む。
【００４２】
　アルミナセメントとポルトランドセメントの配合割合は、好ましくはアルミナセメント
４５～９５質量％に対して、ポルトランドセメント５～５５質量％、より好ましくは、ア
ルミナセメント５０～８５質量％に対して、ポルトランドセメント１５～５０質量％、特
に好ましくは、アルミナセメント５５～７５質量％に対して、ポルトランドセメント２５
～４５質量％の範囲で用いることが、実用的な可使時間を保持しつつ、急硬性で、低収縮
性又は低膨張性で硬化中の体積変化の少ない硬化物を得られるために好ましい。アルミナ
セメントが４５～９５質量％の範囲の下限より少ないと、可使時間が短く施工性が不良に
なる可能性があるとともに、低温域の硬化時間が長くなることがあるので、４５～９５質
量％の範囲の下限以上であることが好ましい。また、４５～９５質量％の範囲の上限を超
えると、低温域の硬化が著しく遅れる可能性があることから、４５～９５質量％の範囲の
上限以下であることが好ましい。
【００４３】
　アルミナセメントとしては、鉱物組成の異なるものが数種知られ市販されているが、い
ずれも主成分はモノカルシウムアルミネート（ＣＡ）であり、市販品はその種類によらず
使用することができる。
【００４４】
　ポルトランドセメントとしては、普通ポルトランドセメント、早強ポルトランドセメン
ト、超早強ポルトランドセメント、中庸熱ポルトランドセメント、低熱ポルトランドセメ
ント及び白色ポルトランドセメントなどのポルトランドセメントなどから選択される１種
以上を用いることができる。また、ポルトランドセメントを含む高炉セメント、フライア
ッシュセメント及びシリカセメントなどから選択される１種以上の混合セメントなども用
いることができる。
【００４５】
　ポリマーセメント組成物Ａに含まれる水硬性組成物は、さらに高炉スラグ粉を含むこと
が好ましい。水硬性組成物が高炉スラグ粉を含むことにより、乾燥収縮による硬化体の耐
クラック性を高めることができる。
【００４６】
　ポリマーセメント組成物Ａに含まれる水硬性組成物において、高炉スラグ粉の配合量は
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、水硬性成分１００質量部に対し、好ましくは１０～３５０質量部、より好ましくは３０
～２００質量部、さらに好ましくは５０～１８０質量部、特に好ましくは７０～１５０質
量部を配合するのが好ましい。高炉スラグ粉の配合量が１０～３５０質量部の範囲の下限
より少ない場合には、硬化性状が不良となる可能性があるため、１０～３５０質量部の範
囲の下限より多いことが好ましい。また、高炉スラグ粉の配合量が１０～３５０質量部の
範囲の上限より多い場合には、硬化体強度の低下を招く可能性があるため、１０～３５０
質量部の範囲の上限より少ないことが好ましい。
【００４７】
　ポリマーセメント組成物Ａに含まれる高炉スラグ粉は、ＪＩＳ　Ａ　６２０６に規定さ
れるブレーン比表面積３０００ｃｍ２／ｇ以上のものを用いることができる。
【００４８】
　ポリマーセメント組成物Ａに含まれる水硬性組成物は、さらにフライアッシュ及びシリ
カ粉などから選択される１種以上の無機成分を含むことができ、乾燥収縮による硬化体の
耐クラック性を高めることができる。
【００４９】
　ポリマーセメント組成物Ａに含まれる水硬性組成物において、無機成分の添加量は、水
硬性成分（ポルトランドセメント、アルミナセメントの合計）１００質量部に対し、好ま
しくは１０～３５０質量部、より好ましくは３０～２００質量部、さらに好ましくは５０
～１８０質量部、特に好ましくは７０～１５０質量部とするのが好ましい。
【００５０】
　ポリマーセメント組成物Ａに含まれる水硬性組成物は、必要に応じてさらに細骨材を含
むことができる。細骨材は、水硬性成分１００質量部に対し、好ましくは３０～５００質
量部、より好ましくは５０～４００質量部、さらに好ましくは８０～３００質量部、特に
好ましくは１００～２５０質量部の範囲が好ましい。
【００５１】
　細骨材としては、粒径２ｍｍ以下の骨材、好ましくは粒径０．０３２～１．５ｍｍの骨
材、さらに好ましくは粒径０．０７５～１ｍｍの骨材、特に好ましくは０．１～０．８５
ｍｍの骨材を主成分としている。
【００５２】
　細骨材としては、珪砂、川砂、海砂、山砂及び砕砂などから選択される１種以上の砂類
などを好ましく用いることができる。
【００５３】
　細骨材の粒径は、ＪＩＳ　Ｚ　８８０１－１：２００６で規定される呼び寸法の異なる
数個のふるいを用いて測定する。
【００５４】
　ポリマーセメント組成物Ａに含まれる水硬性組成物は、必要に応じてさらに石膏を含む
ことができる。石膏は、無水石膏、半水石膏及び二水石膏等の各石膏がその種を問わず１
種又は２種以上の混合物として使用できる。石膏の添加は、ポリマーセメントモルタルの
硬化後の寸法安定性改善に寄与し、特に硬化体の防水性能が向上することから好ましい。
石膏の配合量は、水硬性成分１００質量部に対して、好ましくは１～５０質量部、より好
ましくは２～４５質量部、さらに好ましくは３～４０質量部を配合することが好ましい。
【００５５】
　ポリマーセメント組成物Ａに含まれる水硬性組成物は、材料分離を抑制しつつ適度の流
動性を確保する流動化剤（高性能減水剤などの減水剤）を含むことが好ましい。水硬性成
分であるアルミナセメント及びポルトランドセメントの発現強度は、ともに水／セメント
比の影響を大きく受けることから、減水効果を有する流動化剤を使用して水／水硬性成分
比を小さくすることが有効である。
【００５６】
　流動化剤としては、減水効果を合わせ持つ、メラミンスルホン酸のホルムアルデヒド縮
合物、カゼイン、カゼインカルシウム、ポリエーテル系等及びポリエーテルポリカルボン
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酸などから選択される１種以上の市販のものが、その種類を問わず使用でき、特にポリエ
ーテル系等及びポリエーテルポリカルボン酸などから選択される１種以上の市販のものが
好ましい。
【００５７】
　流動化剤は、水硬性成分の特性を損なわない範囲で適宜添加することができ、水硬性成
分１００質量部に対して好ましくは０．０１～２質量部、より好ましくは０．０３～１．
５質量部、さらに好ましくは０．０５～１質量部を配合することができる。添加量が余り
少ないと十分な効果が発現せず、また多すぎても添加量に見合った効果は期待できず単に
不経済であるだけでなく、場合によっては所要の流動性を得るための混練水量が増大し、
同時に粘稠性も大きくなり、施工性が悪化する場合が考えられる。
【００５８】
　ポリマーセメント組成物Ａに対して、水硬性成分の特性を損なわない範囲で凝結調整剤
（凝結促進剤及び凝結遅延剤）を適宜添加することができる。凝結促進剤及び凝結遅延剤
の成分、添加量及び混合比率を適宜選択して、水硬性組成物の可使時間を調整することが
できる。
【００５９】
　凝結促進剤としては、公知の凝結を促進する成分を用いることができ、例えば、凝結促
進の性質を有するリチウム塩を好適に用いることができる。凝結促進剤の配合量は、水硬
性成分１００質量部に対して０．００２～１．５質量部、より好ましくは０．００５～１
質量部、さらに好ましくは０．０１～０．５質量部の範囲で添加することが好ましい。
【００６０】
　リチウム塩の一例として、炭酸リチウム、塩化リチウム、硫酸リチウム、硝酸リチウム
、水酸化リチウム、酢酸リチウム、酒石酸リチウム、リンゴ酸リチウム及びクエン酸リチ
ウムなどの有機酸などの、無機リチウム塩や有機リチウム塩などのリチウム塩から選択さ
れる１種以上を用いることができる。特に炭酸リチウムは、凝結促進効果、入手容易性及
び価格の面から特に好ましい。
【００６１】
　凝結遅延剤としては、公知の凝結遅延剤を用いることができる。凝結遅延剤の一例とし
て、硫酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、酒石酸ナトリウム類（酒石酸一ナトリウム、酒
石酸二ナトリウム）、リンゴ酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム類、グルコン酸ナトリウ
ムなど有機酸などの、無機ナトリウム塩や有機ナトリウム塩などのナトリウム塩、オキシ
カルボン酸類などから選択される１種以上を用いることができる。特に重炭酸ナトリウム
や酒石酸二ナトリウムは、凝結遅延効果、入手容易性及び価格の面から好ましい。
【００６２】
　オキシカルボン酸類は、オキシカルボン酸及びこれらの塩を含む。オキシカルボン酸と
しては、例えばクエン酸、グルコン酸、酒石酸、グリコール酸、乳酸、ヒドロアクリル酸
、α－オキシ酪酸、グリセリン酸、タルトロン酸、リンゴ酸などの脂肪族オキシ酸、サリ
チル酸、ｍ－オキシ安息香酸、ｐ－オキシ安息香酸、没食子酸、マンデル酸、トロパ酸等
の芳香族オキシ酸等を挙げることができる。
【００６３】
　オキシカルボン酸の塩としては、例えばオキシカルボン酸のアルカリ金属塩（具体的に
はナトリウム塩、カリウム塩など）、アルカリ土類金属塩（具体的にはカルシウム塩、バ
リウム塩、マグネシウム塩など）などを挙げることができる。
【００６４】
　凝結遅延剤の添加量は、水硬性成分１００質量部に対して０．０５～３質量部、より好
ましくは０．１～２質量部、さらに好ましくは０．３～１．５質量部の範囲で添加するこ
とが好ましい。
【００６５】
　消泡剤は、シリコン系、アルコール系及びポリエーテル系などから選択される１種以上
の合成物質又は植物由来の天然物質など、公知のものを用いることができる。
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【００６６】
　ポリマーセメント組成物Ａに対して、本発明の特性を損なわない範囲で消泡剤を添加す
ることができる。消泡剤の添加量は、水硬性成分１００質量部に対して、好ましくは０．
００１～２質量部、より好ましくは０．００５～１．５質量部、さらに好ましくは０．０
１～１質量部、特に０．０２～０．５質量部含むことが好ましい。消泡剤の添加量は、０
．００１～２質量部の範囲内であることが、良好な消泡効果が認められるために好ましい
。
【００６７】
　ポリマーセメント組成物Ａに対して、増粘剤を添加することができる。増粘剤は、ヒド
ロキシエチルメチルセルロースを含む増粘剤を好適に用いることができ、ヒドロキシエチ
ルメチルセルロースを除く他のセルロース系、蛋白質系、ラテックス系及び水溶性ポリマ
ー系などから選択される１種以上を併用して用いることができる。
【００６８】
　増粘剤の添加量は、本発明の特性を損なわない範囲で添加することができ、水硬性組成
物１００質量部中に、好ましくは０．００１～２質量部、より好ましくは０．００５～１
質量部、さらに好ましくは０．０１～０．８質量部、特に０．０３～０．６質量部含むこ
とが好ましい。増粘剤の添加量が多くなると、流動性の低下を招く恐れがあるために０．
００１～２質量部の範囲で用いることが好ましい。
【００６９】
　ポリマーセメント組成物Ａに対して、増粘剤及び消泡剤を併用して用いることは、水硬
性成分や細骨材などの骨材分離の抑制、気泡発生の抑制、ポリマーセメント硬化体表面の
改善に好ましい効果を与え、ポリマーセメント硬化体の特性を向上させるために好ましい
。
【００７０】
　ポリマーセメント組成物Ａの水硬性組成物は、アルミナセメント、ポルトランドセメン
ト及び高炉スラグ粉を含むことができる。また、ポリマーセメント組成物Ａは、水硬性成
分以外の成分として、硅砂などの細骨材、必要に応じて配合する流動化剤、ヒドロキシエ
チルメチルセルロースを含む増粘剤、消泡剤及び凝結調整剤を含むことができる。
【００７１】
　ポリマーセメント組成物Ａは、アルミナセメント、ポルトランドセメント及び高炉スラ
グ粉を含む水硬性組成物と、エポキシ樹脂とを含むポリマーセメント組成物であり、エポ
キシ樹脂が、エポキシ樹脂の非水性（油性）主剤とエポキシ樹脂の水性硬化剤とを含むこ
とが、非吸水性の下地床及びレベリング材スラリー硬化体層の両方に対する密着性に優れ
ることから好ましい。また、ポリマーセメント組成物に含まれるエポキシ樹脂が、エポキ
シ樹脂の非水性（油性）主剤とエポキシ樹脂の水性硬化剤と水とを配合したエポキシ樹脂
エマルションであることが、より密着性に優れることから、より好ましい。
【００７２】
　所定の水硬性成分と、高炉スラグ粉、無機成分、細骨材、必要に応じて配合する流動化
剤、増粘剤、凝結調整剤、消泡剤などを混合機で混合することによって、ポリマーセメン
ト組成物Ａのプレミックス粉体を得ることができる。
【００７３】
　ポリマーセメント組成物Ａでは、まずエポキシ樹脂の非水性（油性）の主剤と、エポキ
シ樹脂の水性硬化剤を含む水溶液とを攪拌機を用いて混合攪拌し、均質なエポキシ樹脂エ
マルションを調製する。続いて、このエポキシ樹脂エマルションに水硬性組成物を加えて
混合攪拌し、ポリマーセメント組成物Ａを得る。
【００７４】
　また、ポリマーセメント組成物Ａでは、まずエポキシ樹脂の非水性（油性）の主剤と、
エポキシ樹脂の水性硬化剤を含む水溶液とを攪拌機を用いて混合攪拌し、均質なエポキシ
樹脂エマルションを調製したのち、このエポキシ樹脂エマルションに水硬性組成物と水と
を加えて混合攪拌し、ポリマーセメント組成物を得ることができる。
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【００７５】
　ポリマーセメント組成物Ａにおいて、水硬性組成物に対するエポキシ樹脂の配合割合は
、水硬性組成物１００質量部に対して、エポキシ樹脂の非水性（油性）及びエポキシ樹脂
の水性硬化剤からなるエポキシ樹脂エマルションの全固形分の使用量が、３～３５質量部
の範囲が好ましく、５～３０質量部の範囲であることがより好ましく、６～２５質量部で
あることがさらに好ましく、７～２０質量部であることが特に好ましい。３～３５質量部
の範囲の下限未満では、下地床とポリマーセメント組成物の硬化体との間に充分な接着強
度が得られないことがあり、防水性能も低下することがあるため、３～３５質量部の範囲
の下限以上であることが好ましい。また、３～３５質量部の範囲の上限を超えるとスラリ
ー粘度の上昇が顕著になり施工性が損なわれることがあり、また経済性も低下することが
あるため、３～３５質量部の範囲の上限以下であることが好ましい。
【００７６】
　ポリマーセメント組成物Ａは、鏝塗り、刷毛塗り、吹付け、流し延べ、注入等の方法に
より施工し、材料自体の持つ良好な流動性によって下地を平滑に調整することができる。
【００７７】
　ポリマーセメント組成物Ａは、エポキシ樹脂の非水性（油性）の主剤とエポキシ樹脂の
水性硬化剤とを含むエポキシ樹脂エマルションと、水硬性組成物と、さらに必要に応じて
水とを一定比率で混合する。このようなポリマーセメント組成物Ａは、好ましくは２℃～
４０℃の温度範囲において、より好ましくは５℃～３５℃の温度範囲において、可使時間
が０．３～２時間であり、実用上の作業時間確保に充分な可使時間を有し、塗り厚１ｍｍ
～３ｍｍの薄塗り時は勿論、塗り厚３ｍｍ～３０ｍｍの厚塗り時においても、乾燥及び水
和による硬化時間が０．７５時間～９時間で速やかに硬化し、降雨などの障害による塗膜
破壊の危険性を極力小さくできる。
【００７８】
　さらに、ポリマーセメント組成物Ａの硬化体は、防水性能としてＪＩＳ　Ａ　１４０４
－１９９４（１時間、２９４．０ｋＰａ）の透水量が３ｇ以下であり、仮防水性又は防水
性を保有するものである。
【００７９】
　ポリマーセメント組成物Ａの好ましい様態は以下のとおりである。ポリマーセメント組
成物Ａではこれらを複数組み合わせることができる。
１）エポキシ樹脂が、エポキシ樹脂の非水性（油性）主剤とエポキシ樹脂の水性硬化剤と
水とを配合したエポキシ樹脂エマルションであること。
２）アルミナセメントとポルトランドセメントの配合割合が、アルミナセメント４５～９
５質量％、ポルトランドセメント５５～５質量％であること。
３）水硬性組成物がさらに石膏を含むこと。
４）水硬性組成物１００質量部に対して、エポキシ樹脂の固形分が３～３５質量部である
こと。
【００８０】
　ポリマーセメント組成物Ａは、低温域から高温域の広い温度領域で、多様な材質の下地
に施工可能で、速硬性、仮防水性及び下地と強固な接着性を有し、さらに、本発明のポリ
マーセメント組成物を用いた下地調整材の上に、多様な上塗り仕上げ材の施工が可能なポ
リマーセメント組成物であり、既設建築物の改修における防水工事をはじめとして、新設
建築物の建設における防水工事に好適に利用でき、優れた性能を発揮するものである。
【００８１】
＜ポリマーセメント組成物Ｂ＞
　本発明の施工方法用いる下地調整材として、エチレン－酢酸ビニル共重合体エマルショ
ン及びアクリル系重合体エマルションを含むポリマーセメント組成物Ｂを用いることが好
ましい。ポリマーセメント組成物Ｂは、好ましくは、アルミナセメント、細骨材、フィロ
ケイ酸塩鉱物、短繊維及び消泡剤を含む水硬性組成物と、エチレン－酢酸ビニル共重合体
エマルション及びアクリル系重合体エマルションをさらに含むポリマーセメント組成物エ
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マルションであることが好ましい。以下、本発明の施工方法用いる下地調整材として好ま
しいポリマーセメント組成物Ｂの好ましい態様を具体的に説明する。
【００８２】
　ポリマーセメント組成物Ｂに含まれる所定のエマルションは、エチレン－酢酸ビニル共
重合体エマルション及びアクリル系重合体エマルションの少なくとも２種類のエマルショ
ンを含むものであり、特性に悪影響を与えない範囲で他のエマルションを含むことができ
る。
【００８３】
　ポリマーセメント組成物Ｂに含まれる所定のエマルションは、公知の製造方法により得
られるものを用いることができる。例えば、乳化剤の存在下に、重合開始剤を用いて、水
又は含水溶媒中で合成樹脂の原料となる重合性モノマーを乳化重合する方法などにより製
造することができる。
【００８４】
　所定のエマルションを製造するために用いることのできる乳化剤としては、公知のもの
を用いることができる。具体的には、アニオン性、ノニオン性、カチオン性及び両性の界
面活性剤並びにポリビニルアルコール等の保護コロイドなどから選択される１種以上を用
いることができる。
【００８５】
　所定のエマルションを製造するために用いることのできる重合開始剤としては、水又は
含水溶媒中でラジカル重合できるものが好ましく、過酸化水素、過酢酸、過硫酸及びこれ
らのアンモニウム塩、並びに硫酸塩等の水溶性の過酸化物及びその塩などから選択される
１種以上を用いることができる。また、ベンゾイルパーオキサイド、ｔ－ブチルハイドロ
パーオキサイド及び２，２’－アゾビスイソブチルニトリルなどの有機過酸化物、メタ亜
硫酸ナトリウムやピロ亜硫酸ナトリウムなどの還元剤を併用することができる。重合開始
剤の使用量は、エマルションが製造できる範囲であれば適宜選択できる。
【００８６】
　エマルションは、水又は含水溶媒を含まない粉末状の合成樹脂粒子を含み、粉末状の合
成樹脂粒子を用いる場合には、エマルションの成分のうち、水又は含水溶媒を除いた全成
分を一つのパッケージとすることができる。そのようなパッケージとすると、施工現場で
は水を添加するだけで使用できるので便利である。
【００８７】
　エチレン－酢酸ビニル共重合体エマルションは、エチレンと酢酸ビニルとを共重合した
公知のエマルションを用いることができる。
【００８８】
　エチレン－酢酸ビニル共重合体エマルションの固形分のガラス転移温度は、適宜選択し
て用いることができるが、エチレン－酢酸ビニル共重合体エマルションの固形分のガラス
転移温度は、好ましくは１０℃以下、より好ましくは０℃以下、さらに好ましくは－５０
～１０℃、特に好ましくは－４０～０℃のものが、伸び及び下地追従性（下地寸法変化追
従性）を確保するために好ましい。
【００８９】
　エチレン－酢酸ビニル共重合体エマルションとしては、ポリビニルアルコール及びセル
ロース誘導体などから選択される１種以上の水溶性高分子を、乳化剤や保護コロイドとし
て用いるものを好ましく用いることができる。特にエチレン－酢酸ビニル共重合体エマル
ションとしては、保護コロイドとしてポリビニルアルコールを用いたものを用いることが
好ましい。
【００９０】
　エチレン－酢酸ビニル共重合体エマルションの重合体成分において、酢酸ビニル含有量
は、好ましくは３０～９０質量％、より好ましくは５０～９０質量％、さらに好ましくは
６０～８６質量％が好ましい。
【００９１】
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　エチレン－酢酸ビニル共重合体エマルション中のエチレン－酢酸ビニル共重合体成分の
含有量は、好ましくは４０～６５質量％、より好ましくは４５～６０質量％、さらに好ま
しくは４７～６０質量％である。
【００９２】
　特に、エチレン－酢酸ビニル共重合エマルションは、ポリビニルアルコールを保護コロ
イドとして用いたものを使用することが好ましい。ポリマーセメント組成物Ｂの施工性は
、エチレン－酢酸ビニル共重合エマルションに用いられる保護コロイド種により影響を受
けることがある。例えば、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロースなどを用いる
場合には、組み合わせるアルミナセメント種によっては混練性が悪くなることがある。そ
れに対し、ポリビニルアルコールを保護コロイドにしたエチレン－酢酸ビニル共重合エマ
ルション（以下、「ＰＶＡ－ＥＶＡエマルション」という）の場合には、アルミナセメン
ト種による混練性への影響はほとんど認められないために好ましい。
【００９３】
　アクリル系重合体エマルションとしては、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ
）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレー
トなどのアルキル（メタ）アクリレートなど（メタ）アクリレート化合物などを１種又は
２種以上を重合したもの、さらにこれらのモノマーと共重合可能な、スチレン、酢酸ビニ
ル、塩化ビニリデンなどから選択される１種以上のビニル化合物と共重合させたものを用
いることができる。（メタ）アクリレートとは、メタクリレート及びアクリレートから選
択される１種以上を意味する。
【００９４】
　アクリル系重合体エマルションは、エマルションに含まれるポリマー成分が、架橋して
いないポリマー、さらに好ましくはポリマー内又はポリマー間で架橋していないポリマー
を用いることにより、伸びに優れるために好ましい。
【００９５】
　アクリル系重合体エマルションには、公知の乳化剤や保護コロイドを用いることができ
る。例えば、ポリビニルアルコール、セルロース誘導体などの水溶性高分子、非イオン界
面活性剤、イオン性界面活性剤などの乳化剤や保護コロイドを用いることができる。
【００９６】
　アクリル系重合体エマルションは、公知のエマルションを用いることができ、アクリル
系重合体成分の含有量は特に制限がない。
【００９７】
　アクリル系重合体エマルションの固形分のガラス転移温度は、適宜選択して用いること
ができる。アクリル系重合体エマルションの固形分のガラス転移温度は、好ましくは１０
℃以下、より好ましくは０℃以下、さらに好ましくは－５０～１０℃、特に好ましくは－
４０～０℃のものが、伸び及び下地追従性（下地寸法変化追従性）を確保するために好ま
しい。
【００９８】
　アクリル系重合体エマルションをＰＶＡ－ＥＶＡエマルションなどのエチレン－酢酸ビ
ニル共重合エマルションに混合することで、ローラー塗布時や鏝塗り施工時のポリマーセ
メント組成物の延び及びローラーや鏝の滑りが向上し、施工性が改善されるとともに、低
温時の伸びが大きくなり耐久性が大きく向上する。施工性の向上は、単独では粒子径が約
０．５μｍであるＰＶＡ－ＥＶＡエマルションなどのエチレン－酢酸ビニル共重合エマル
ションに、粒子径が約０．１μｍのアクリル系重合体エマルションを混合することによる
ベアリング効果、及び保護コロイドに増粘性材料が使用されていないことによると推測さ
れる。また、耐久性の向上は、ＰＶＡ－ＥＶＡエマルションなどのエチレン－酢酸ビニル
共重合エマルションに比べアクリル系重合体エマルションの伸びが大きく伸縮性に富んで
いることから、ＰＶＡ－ＥＶＡエマルションなどのエチレン－酢酸ビニル共重合エマルシ
ョン単独より特定割合の混合系にすることにより経時による劣化耐性が大幅に向上したと
考えられる。
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【００９９】
　耐久性は、複合床構造体などに用いる下地調整材では非常に重要であり、特に下地寸法
変化追従性及び接着強度が要求される。下地調整材の下地寸法変化追従性が低下した場合
は、ピンホールなどの欠陥発生又は破断に至り、下地調整材の役割を果たさなくなる。さ
らに経年による劣化もあるために、下地寸法変化追従性を長期間維持することは非常に困
難である。一方、アクリル系重合体エマルションを、ＰＶＡ－ＥＶＡエマルションなどの
エチレン－酢酸ビニル共重合エマルションに混合することで、長期間０．９ｍｍ以上、好
ましくは１．２ｍｍ以上、より好ましくは１．５ｍｍ以上、さらに好ましくは１．８ｍｍ
以上の下地寸法変化追従性を維持することが可能となる。特に、下地が船舶のデッキ甲板
などの鋼板の場合には、温度変化によって膨張収縮が繰り返されることから、高耐久な複
合床構造体を得るために、下地調整材は高い下地寸法変化追従性を有することが重要であ
る。
【０１００】
　アクリル系重合体エマルションの配合量は、エチレン－酢酸ビニル共重合エマルション
の固形分１００質量部に対してアクリル系重合体エマルションの固形分換算で３～２０質
量部、好ましくは４～２０質量部、より好ましくは５～２０質量部、さらに好ましくは６
～２０質量部とするのが好ましい。アクリル系重合体エマルションの配合割合が３質量部
未満では、エチレン－酢酸ビニル共重合エマルションとの混合効果の発現が十分でない。
一方、アクリル系重合体エマルションの配合割合が２０質量部を超えると、ポリマーセメ
ント組成物塗布時の皮張りが早く、また角立ちを起こし、作業性の低下を招く恐れがある
。
【０１０１】
　アルミナセメントは、耐火物用、土木用及び建築用などのいずれの用途のアルミナセメ
ントでも問題なく使用でき、アルミナの含有量も特に制限なく用いることができる。アル
ミナセメントは、鉱物組成が異なるものが数種知られ市販されているが、いずれも主成分
はモノカルシウムアルミネートであり、市販品はその種類によらず使用することができる
。
【０１０２】
　アルミナセメントの使用量は、エマルションの固形分１００質量部に対して、好ましく
は２０～８０質量部、より好ましくは２３～７５質量部、さらに好ましくは２５～７０質
量部、特に好ましくは３０～６５質量部とするのが好ましい。
【０１０３】
　アルミナセメントは、水和反応により塗装物の乾燥を促進させ、硬化した塗膜の耐水性
向上及び強度の確保のために必要な成分であるが、添加量が２０質量部未満の場合は乾燥
が不十分となり、また８０質量部超える場合はポットライフ（可使時間）が短く、作業性
に支障を来すことになる。
【０１０４】
　ポリマーセメント組成物Ｂには、フィロケイ酸塩を添加する。フィロケイ酸塩鉱物とし
ては、雲母及びパイロフィライトから選択される１種以上を使用できる。良好な下地寸法
変化追従性及び接着強度を得る点から、ポリマーセメント組成物Ｂに含まれるフィロケイ
酸塩鉱物としては、タルク及び／又は蛇紋石を用いることが好ましい。
【０１０５】
　層状のケイ酸塩であるフィロケイ酸塩の使用によりレベリング性が付与され、ローラー
塗装時のローラー滑り及びポリマーセメント組成物の延びが向上し、角立ちが大幅に低減
される。また、不織布の上からローラー塗装する際には、粒子形状が層状で配向する性質
を利用し、スラリーの保水性を向上させ、水分だけが不織布下に逃げないようにすること
で材料分離を著しく改善することが可能である。また、鏝塗り施工時の鏝滑り及びポリマ
ーセメント組成物の延びが向上し、鏝塗り施工性が大幅に向上する。
【０１０６】
　フィロケイ酸塩鉱物の使用量は、エマルションの固形分１００質量部に対して、好まし
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くは４～８０質量部、より好ましくは６～７０質量部、さらに好ましくは８～６０質量部
、特に好ましくは１０～５０質量部とするのが好ましい。４質量部以上では所定のレベリ
ング効果を得ることができ、一方、８０質量部以下では増粘効果が大きくなりすぎること
がなく、作業性も良好であるためである。
【０１０７】
　なお、フィロケイ酸塩鉱物は、レベリング性及び増粘性の面から、５～２０μｍ程度の
粒子径を持つものを使用することが好ましい。
【０１０８】
　珪砂は、表面精度の面から５～７号の使用が適当である。珪砂の使用量は、エマルショ
ンの固形分１００質量部に対して、好ましくは２０～２４０質量部、より好ましくは３０
～２００質量部、さらに好ましくは４０～１８０質量部、特に好ましくは４０～１６０質
量部とすることが好ましい。
【０１０９】
　ポリマーセメント組成物Ｂに対して、本発明の特性を損なわない範囲で消泡剤を添加す
ることができる。消泡剤は、シリコン系、アルコール系及びポリエーテル系などの合成物
質又は植物由来の天然物質などから選択される１種以上など、公知のものを適宜選択して
用いることができる。
【０１１０】
　消泡剤の添加量は、水硬性成分１００質量部に対して、好ましくは０．００１～２質量
部、より好ましくは０．００５～１．５質量部、さらに好ましくは０．０１～１質量部、
特に０．０２～０．５質量部含むことが好ましい。消泡剤の添加量は、０．００１～２質
量部の範囲内が、良好な消泡効果が認められるために好ましい。
【０１１１】
　ポリマーセメント組成物Ｂに対して、本発明の特性を損なわない範囲で短繊維を添加す
ることができる。短繊維は、ポリプロピレン短繊維、ポリエチレン短繊維及びポリビニル
アルコール短繊維などのポリマー短繊維や、ガラス繊維、ワラストナイトなどの無機短繊
維などから選択される１種以上など、公知のものを用いることができる。特に入手容易性
、ポリマーセメント組成物との親和性及び耐久性の点から、ガラス短繊維を好適に用いる
ことができる。
【０１１２】
　ガラス短繊維は、良好な補強効果及び適正な増粘性付与効果が得られることから、繊維
長が、好ましくは２～１０ｍｍ、より好ましくは４～８ｍｍ、さらに好ましくは５．５～
６．５ｍｍのものを好適に用いることができる。
【０１１３】
　短繊維の添加量は、水硬性成分１００質量部に対して、好ましくは０．０５～２質量部
、より好ましくは０．１～１質量部、さらに好ましくは０．２～０．９質量部、特に０．
３～０．５質量部含むことにより、良好な補強効果及び適正な増粘性付与効果が得られる
ために好ましい。
【０１１４】
　ポリマーセメント組成物Ｂは、エマルションを構成するエチレン－酢酸ビニル共重合エ
マルション及びアクリル系重合体エマルションと、アルミナセメント、フィロケイ酸塩鉱
物及び珪砂の夫々所定量を、攪拌機で数分間攪拌・混合して調製することができる。各成
分は、夫々を単独で添加しても良いし、予め他の数種と混合したものを添加しても良い。
添加順序は特に選ばない。また、攪拌機は、一般的な固液攪拌機が問題なく使用できる。
【０１１５】
　ポリマーセメント組成物Ｂには、エマルションを構成するエチレン－酢酸ビニル共重合
エマルション及びアクリル系重合体エマルションと、アルミナセメント及びフィロケイ酸
塩鉱物以外の他の成分を含むことができる。例えば、ポルトランドセメント、石膏及び高
炉スラグなどの水硬性成分、他のエマルション、珪砂、スラグ粉、フライアッシュ、石灰
石粉、カオリン、アルミナ粉、酸化チタン、水酸化アルミニウム、マイカ及びパイロフィ
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ライトなどの粒状、板状及び繊維状などの充填材などから選択される１種以上を、特性を
損なわない範囲で添加して用いることができる。
【０１１６】
　ポリマーセメント組成物Ｂは、凝結遅延剤や凝結促進剤などの凝結調整剤、減水剤、流
動化剤、増粘剤及び水などから選択される１種以上を、特性を損なわない範囲で添加して
用いることができる。
【０１１７】
　構成各原料を混合して得られたポリマーセメント組成物は、ローラー、鏝などを用いる
一般的方法で被施工物表面に塗布して使用される。塗布膜の乾燥後にさらに同じ操作を繰
り返し、複数層の塗布膜を形成させることができる。また、高強度な下地調整材層を施工
する場合には、塗布膜の乾燥後に塗膜の上にメッシュを置き、メッシュの上から塗布して
メッシュを固定する工程を加える工法が採用できる。
【０１１８】
　ポリマーセメント組成物Ｂは、非吸水性の下地床上面に、ポリマーセメント組成物Ｂの
硬化体層の順に積層することにより接着強度に優れた下地調整材層を得ることができる。
非吸水性の下地床は、非吸水性の下地床の上面にプライマーの硬化物層を設けたのちに下
地調整材層を形成することができる。
【０１１９】
　ポリマーセメント組成物Ｂの好ましい様態は以下のとおりである。ポリマーセメント組
成物Ｂではこれらを複数組み合わせることができる。
　１）アルミナセメント、エマルション及びフィロケイ酸塩鉱物を含む防水用ポリマーセ
メント組成物であって、エマルションは、エチレン－酢酸ビニル共重合体エマルション及
びアクリル系重合体エマルションを含有し、エチレン－酢酸ビニル共重合エマルションの
固形分１００質量部に対しアクリル系重合体エマルションの固形分を３～２０質量部の割
合で含むこと。
２）エマルションの固形分１００質量部に対し、アルミナセメント２０～８０質量部及び
フィロケイ酸塩鉱物４～８０質量部を含むこと。
３）エマルションの固形分１００質量部に対し、アルミナセメント２０～８０質量部、フ
ィロケイ酸塩鉱物４～８０質量部及び珪砂２０～２４０質量部を含むこと。
４）エチレン－酢酸ビニル共重合エマルションは、ポリビニルアルコールを保護コロイド
としたエチレン－酢酸ビニル共重合エマルションであること。
【０１２０】
　ポリマーセメント組成物Ｂは、低温域から高温域の広い温度領域で、多様な材質の下地
に施工可能で、速硬性、仮防水性及び下地と強固な接着性を有する。特に、非吸水性の下
地床の上面に施工する場合に、優れた施工性を有する。さらに、本発明のポリマーセメン
ト組成物を用いた下地調整材の上に、多様な上塗り仕上げ材の施工が可能なポリマーセメ
ント組成物であり、既設建築物の改修における防水工事をはじめとして、新設建築物の建
設における防水工事に好適に利用でき、優れた性能を発揮するものである。
【０１２１】
＜レベリング材＞
　本発明の複合床構造体の施工方法に用いるレベリング材（以下、「本レベリング材」と
いう）は、アルミナセメント、ポルトランドセメント及び石膏からなる水硬性成分を含む
ものである。
【０１２２】
　アルミナセメントとしては、鉱物組成の異なるものが数種知られ市販されているが、い
ずれも主成分はモノカルシウムアルミネート（ＣＡ）であり、市販品はその種類によらず
使用することができる。
【０１２３】
　ポルトランドセメントは、普通ポルトランドセメント、早強ポルトランドセメント、超
早強ポルトランドセメント、中庸熱ポルトランドセメント、低熱ポルトランドセメント及
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び白色ポルトランドセメントなどのポルトランドセメント、並びに高炉セメント、フライ
アッシュセメント及びシリカセメントなどの混合セメントなどから選択される１種以上を
用いることができる。
【０１２４】
　石膏は、無水石膏、半水石膏及び二水石膏等の各石膏がその種類を問わず、１種又は２
種以上の混合物として使用できる。石膏は、自己流動性水硬性組成物と水とを混練して得
られるモルタルが硬化した後の寸法安定性を保持する成分として機能するものである。
【０１２５】
　本レベリング材は、水硬性成分として、アルミナセメント、ポルトランドセメント及び
石膏からなる水硬性成分を用いる。水硬性成分は、好ましくはアルミナセメント２０～８
０質量部、ポルトランドセメント５～７０質量部及び石膏５～４５質量部（アルミナセメ
ント、ポルトランドセメント及び石膏の合計は、１００質量部である。）からなる組成、
より好ましくはアルミナセメント２５～７０質量部、ポルトランドセメント１０～６０質
量部及び石膏１０～４０質量部（アルミナセメント、ポルトランドセメント及び石膏の合
計は、１００質量部である。）からなる組成、さらに好ましくはアルミナセメント３０～
６０質量部、ポルトランドセメント２０～５０質量部及び石膏１５～３５質量部（アルミ
ナセメント、ポルトランドセメント及び石膏の合計は、１００質量部である。）、特に好
ましくはアルミナセメント４０～５０質量部、ポルトランドセメント３０～４０質量部及
び石膏２０～３０質量部（アルミナセメント、ポルトランドセメント及び石膏の合計は、
１００質量部である。）からなる組成を用いることにより、速硬性・速乾性を有し、低収
縮性又は低膨張性で硬化中の体積変化が少なく、クラックの発生を抑制した硬化体が得ら
れやすいために好ましい。
【０１２６】
　本レベリング材では、構成成分の配合比率を厳格に品質管理できることから構成成分を
プレミックス化して供給することが好ましい。このため樹脂粉末については、粉末状の再
乳化型樹脂粉末を使用する。
【０１２７】
　本レベリング材は、屋外で本レベリング材のスラリーを施工した場合の硬化体表面の乾
燥による皺や気泡跡の発生、又は、材料分離によるブリージング水の発生を防止して、硬
化体表面の仕上りを大幅に向上させる効果とともに、硬化体の弾性を高めてひび割れの発
生を防止する効果とを付与するために再乳化型樹脂粉末を使用する。
【０１２８】
　樹脂粉末の製造方法については特にその種類・プロセスは限定されず、公知の製造方法
で製造されたものを用いることができ、また樹脂粉末としては、ブロッキング防止剤を主
に樹脂粉末の表面に付着しているものを用いることができる。樹脂粉末は、水性ポリマー
ディスパーションを噴霧やフリーズドライなどの方法で、溶媒を除去し乾燥した再乳化型
の樹脂粉末を用いる。
【０１２９】
　本発明では、樹脂粉末として保護コロイドアクリルエマルションから製造されたアクリ
ル共重合系の再乳化型樹脂粉末を好適に用いることができ、特に、保護コロイドアクリル
エマルションから製造されたアクリル酸エステル／メタアクリル酸エステル共重合体の再
乳化型樹脂粉末を好適に用いることができる。
【０１３０】
　アクリル共重合系の再乳化型樹脂粉末の１次粒子（エマルションの粒子）の平均粒径は
、好ましくは０．２～０．８μｍの範囲であり、より好ましくは０．２５～０．７５μｍ
の範囲であり、さらに好ましくは０．３～０．７μｍの範囲であり、特に好ましくは０．
３５～０．６５μｍの範囲のものを選択して用いることによって、良好な施工性と、緻密
なポリマーフィルムの形成によって得られる優れた接着性や耐久性・耐候性とを併せて得
られることから好ましい。
【０１３１】
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　１次粒子の平均粒径が０．２～０．８μｍの範囲のアクリル共重合系の再乳化型樹脂粉
末を用いたレベリング材スラリーでは、左官鏝などを用いて適正な勾配を持たせつつスラ
リー表面を平滑に仕上げる鏝作業を行う過程で、良好な鏝送り性と鏝放れ性とを得ること
ができる。樹脂粉末の１次粒子の平均粒径が０．２～０．８μｍの範囲より大きい場合、
スラリー施工時の作業性は良好なものの、スラリー硬化体の接着性や耐久性・耐候性が低
下するおそれがあるため、０．２～０．８μｍの範囲が好ましい。また、樹脂粉末の１次
粒子の平均粒径が０．２～０．８μｍの範囲より小さい場合、スラリー硬化体の接着性や
耐久性・耐候性は良好であるが、スラリー施工時の鏝送り性と鏝放れ性が低下して作業性
が悪くなるおそれがあることから、０．２～０．８μｍの範囲が好ましい。
【０１３２】
　本レベリング材では、アクリル共重合系の再乳化型樹脂粉末１００質量％中に再乳化型
樹脂粉末の１次粒子の粒径が、好ましくは０．１～１μｍの粒子を９７質量％以上含み、
より好ましくは、０．１５～０．９μｍの粒子を９５質量％以上含み、さらに好ましくは
０．２～０．８μｍの粒子を９０質量％以上含み、特に好ましくは０．３～０．７μｍの
粒子を７５質量％以上含むものを選択して用いることによって、良好な施工性と、緻密な
ポリマーフィルムの形成によって得られる優れた接着性や耐久性・耐候性とを併せて得ら
れることから好ましい。前記範囲の粒径の１次粒子を前記の範囲で含む場合、アクリル共
重合系の再乳化型樹脂粉末を用いたレベリング材スラリーでは、左官鏝などを用いて適正
な勾配を持たせつつスラリー表面を平滑に仕上げる鏝作業を行う過程で、良好な鏝送り性
と鏝放れ性とを得ることができる。樹脂粉末の１次粒子の平均粒径が前記範囲より大きい
場合、スラリー施工時の作業性は良好なものの、スラリー硬化体の接着性や耐久性・耐候
性が低下するおそれがあるため前記範囲であることが好ましく、樹脂粉末の１次粒子の平
均粒径が前記範囲より小さい場合、スラリー硬化体の接着性や耐久性・耐候性は良好であ
るが、スラリー施工時の鏝送り性と鏝放れ性が低下して作業性が悪くなるおそれがあるこ
とから前記範囲であることが好ましい。
【０１３３】
　本発明で用いるアクリル共重合系の再乳化型樹脂粉末は、その１次粒子がポリビニルア
ルコールの水溶性保護コロイドで被覆されていることが好ましい。再乳化型樹脂粉末の１
次粒子表面が、ポリビニルアルコールの水溶性保護コロイドで被覆されていることによっ
て、再乳化の過程で速やかにかつ均一にもとのエマルションの状態（樹脂粉末化前の状態
）、すなわち、レベリング材スラリー中に１次粒子が均一に分散した状態を実現すること
ができる。
【０１３４】
　本発明では、前記範囲の１次粒子径を前記範囲で含み、かつ、１次粒子の表面がポリビ
ニルアルコールの水溶性保護コロイドで被覆されているアクリル共重合系の再乳化型樹脂
粉末を選択して用いることによって、スラリー施工時に優れた作業性が得られるとともに
、スラリー硬化体おいては接着性や耐候性、耐水性及び耐アルカリ性に優れた特性を得る
ことができる。
【０１３５】
　本発明で用いるアクリル共重合系の再乳化型樹脂粉末は、噴霧乾燥処理などの工程を経
て、１次粒子が凝集した２次粒子の形態で用いられる。本発明で用いるアクリル共重合系
の再乳化型樹脂粉末の２次粒子の粒子径は、好ましくは２０～１００μｍの範囲であり、
より好ましくは３０～９０μｍの範囲であり、さらに好ましくは４５～８５μｍの範囲で
あり、特に好ましくは５０～８０μｍの範囲であることが、再乳化型樹脂粉末を含む本レ
ベリング材と水とを混練してスラリー化する過程で、再乳化型樹脂粉末の２次粒子が本レ
ベリング材に含まれている細骨材によって解砕されて容易に再分散し、１次粒子が均一に
分散した状態になりやすいことから前記範囲の２次粒子径を有する再乳化型樹脂粉末を用
いることが好ましい。再乳化型樹脂粉末の２次粒子径が２０～１００μｍの範囲より大き
くなるとスラリー化の過程で再分散されにくくなり、１次粒子が均一に分散した状態にな
り難くなるおそれがあることから２０～１００μｍの範囲が好ましい。また、２次粒子径
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が２０～１００μｍの範囲より小さくなると、工場においてプレミックスして本レベリン
グ材を製造する際に、再乳化型樹脂粉末が飛散して作業環境が悪化するなどのハンドリン
グ性が悪くなるおそれがあることから２０～１００μｍの範囲が好ましい。
【０１３６】
　本レベリング材では、再乳化型樹脂粉末は、水硬性成分１００質量部に対して、好まし
くは１～２０質量部、より好ましくは２～１８質量部、さらに好ましくは３～１６質量部
、特に好ましくは４～１５質量部の範囲で配合することによって、良好な作業性と高耐久
な硬化体特性を併せて得ることができる。樹脂粉末の配合割合が、１～２０質量部の範囲
よりも大きい場合、本レベリング材に水を加えて得られるスラリーの粘度が高くなり、施
工性及び鏝作業性が低下し、表面の乾燥による皺や気泡跡が発生しやすくなるとともに、
硬化体の圧縮強度が低下する傾向があるため、１～２０質量部の範囲であることが好まし
い。また、配合割合が１～２０質量部の範囲より小さい場合には、スラリーのチクソトロ
ピック性が低下して緩やかな傾斜面を安定して形成することが困難になる傾向にあり、さ
らにスラリー硬化体の弾性向上によるひび割れ抑制効果が小さくなり、スラリー硬化体の
表面仕上りも悪くなる傾向があるため、１～２０質量部の範囲であることが好ましい。
【０１３７】
　屋外において勾配を有する複合床構造体を施工する場合に用いる本レベリング材は、ア
ルミナセメント、ポルトランドセメント及び石膏からなる水硬性成分及びアクリル共重合
系の再乳化型樹脂粉末を含み、さらに無機粉末、細骨材、凝結調整剤、流動化剤、増粘剤
及び消泡剤を含むことが好ましい。
【０１３８】
　本レベリング材は、高炉スラグ微粉末、フライアッシュ、シリカヒューム、炭酸カルシ
ウム微粉末及びドロマイト微粉末から選ばれる少なくとも１種以上の無機成分を含むこと
が好ましく、特に高炉スラグ微粉末を含むことにより、乾燥収縮による硬化体の耐クラッ
ク性を高めることや、低コストで長期強度を増進させることができる。本レベリング材に
おいて、無機成分の添加量は、水硬性成分１００質量部に対し、好ましくは１０～２００
質量部、より好ましくは２０～１８０質量部、さらに好ましくは３０～１５０質量部、特
に好ましくは４０～１２０質量部とするのが好ましい。
【０１３９】
　本レベリング材において、高炉スラグ微粉末の添加量は、水硬性成分１００質量部に対
し、好ましくは１０～２００質量部、より好ましくは２０～１８０質量部、さらに好まし
くは３０～１５０質量部、特に好ましくは４０～１２０質量部とすることが好ましい。高
炉スラグ微粉末の添加量が、少なすぎると硬化体の乾燥収縮が大きくなることや長期強度
が十分得られないことがあり、多すぎると初期強度の低下を招くことがあるためである。
【０１４０】
　高炉スラグ微粉末は、ＪＩＳ　Ａ　６２０６に規定されるブレーン比表面積３０００ｃ
ｍ２／ｇ以上のものを用いることができる。
【０１４１】
　本レベリング材は、必要に応じてさらに細骨材を含むことができる。細骨材は、水硬性
成分１００質量部に対し、好ましくは３０～５００質量部、より好ましくは５０～４００
質量部、さらに好ましくは１００～３００質量部、特に好ましくは１５０～２５０質量部
の範囲が好ましい。
【０１４２】
　細骨材としては、粒径２ｍｍ以下の骨材、好ましくは粒径０．０７５～１．５ｍｍの骨
材、より好ましくは粒径０．１～１ｍｍの骨材、さらに好ましくは０．１５～０．６ｍｍ
の骨材を主成分としていることが好ましい。細骨材の粒径は、ＪＩＳ　Ｚ　８８０１に規
定される呼び寸法の異なる数個のふるいを用いて測定する。
【０１４３】
　細骨材の種類は、珪砂、川砂、海砂、山砂及び砕砂などの砂類、アルミナクリンカー、
シリカ粉、粘土鉱物、廃ＦＣＣ触媒及び石灰石などの無機材料並びにウレタン砕、ＥＶＡ
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フォーム、発砲樹脂などの樹脂粉砕物などから選択される１種以上を用いることができる
。特に細骨材としては、珪砂、川砂、海砂、山砂及び砕砂などの砂類、廃ＦＣＣ触媒、石
英粉末並びにアルミナクリンカーなどから選択される１種以上が好ましく用いることがで
きる。
【０１４４】
　本レベリング材は、材料分離を抑制しつつ好適な流動性を確保する流動化剤（高性能減
水剤などの減水剤）を含むことができる。水硬性成分であるアルミナセメントの発現強度
は、水／セメント比の影響を大きく受けることから、減水効果を有する流動化剤を使用し
て水／水硬性成分比を小さくすることが特に好ましい。
【０１４５】
　流動化剤としては、減水効果を合わせ持つ、メラミンスルホン酸のホルムアルデヒド縮
合物、カゼイン、カゼインカルシウム、ポリカルボン酸系、ポリエーテル系等、ポリエー
テルポリカルボン酸などの市販の流動化剤から選択される１種以上が、その種類を問わず
使用できる。特にポリエーテル系等及びポリエーテルポリカルボン酸などの市販の流動化
剤から選択される１種以上を使用することが好ましい。
【０１４６】
　流動化剤は、使用する水硬性成分に応じて、特性を損なわない範囲で適宜添加すること
ができる。具体的には、水硬性成分１００質量部に対して、好ましくは０．０１～２．０
質量部、より好ましくは０．０２～１．０質量部、さらに好ましくは０．０５～０．５質
量部を配合することができる。添加量が余り少ないと好適な効果（優れた流動性と高い硬
化体強度）を発現せず、また添加量が多すぎても添加量に見合った効果は期待できず単に
不経済であるだけでなく、チクソトロピック性の低下により勾配面の形成が困難になるこ
とが考えられるため、添加量は０．０１～２．０質量部の範囲であることが好ましい。
【０１４７】
　凝結調整剤は、使用する水硬性成分や本レベリング材の構成成分に応じて、特性を損な
わない範囲で適宜添加することができる。凝結遅延剤及び凝結促進剤の成分、添加量及び
混合比率を適宜選択して、本レベリング材の可使時間と速硬性・速乾性とを調整すること
ができ、本レベリング材としての使用が非常に容易になるため、本レベリング材には凝結
調整剤を添加することが好ましい。
【０１４８】
　凝結遅延剤としては、公知の凝結遅延剤を用いることができる。凝結遅延剤の一例とし
て、酒石酸ナトリウム類（酒石酸一ナトリウム、酒石酸二ナトリウム）、リンゴ酸ナトリ
ウム、クエン酸ナトリウム類、グルコン酸ナトリウムなどのオキシカルボン酸類や、硫酸
ナトリウム、重炭酸ナトリウムなどの無機ナトリウム塩などを、それぞれの成分を単独で
又は２種以上の成分を併用して用いることができる。
【０１４９】
　オキシカルボン酸類は、オキシカルボン酸及びこれらの塩を含む。オキシカルボン酸と
しては、例えばクエン酸、グルコン酸、酒石酸、グリコール酸、乳酸、ヒドロアクリル酸
、α－オキシ酪酸、グリセリン酸、タルトロン酸、リンゴ酸などの脂肪族オキシ酸、サリ
チル酸、ｍ－オキシ安息香酸、ｐ－オキシ安息香酸、没食子酸、マンデル酸、トロパ酸等
の芳香族オキシ酸等を挙げることができる。オキシカルボン酸の塩としては、例えばオキ
シカルボン酸のアルカリ金属塩（具体的にはナトリウム塩、カリウム塩など）、アルカリ
土類金属塩（具体的にはカルシウム塩、バリウム塩、マグネシウム塩など）などを挙げる
ことができる。
【０１５０】
　特に重炭酸ナトリウムや酒石酸二ナトリウムは、凝結遅延効果、入手容易性及び価格の
面から好ましい。
【０１５１】
　凝結遅延剤は、１種又は２種類以上を用いる場合、それぞれの凝結遅延剤の添加量が水
硬性成分１００質量部に対して、好ましくは０．０１～１．５質量部であり、より好まし
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くは０．１～１．２質量部、さらに好ましくは０．２～１．０質量部、特に好ましくは０
．２５～０．８質量部の範囲で用いることにより好適な流動性を得ることができる可使時
間（ハンドリングタイム）を確保できることから好ましい。
【０１５２】
　凝結促進剤としては、公知の凝結を促進する成分を用いることができ、例えば、凝結促
進効果を有するリチウム塩を用いることが好ましい。リチウム塩の一例として、炭酸リチ
ウム、塩化リチウム、硫酸リチウム、硝酸リチウム、水酸化リチウムなどの無機リチウム
塩や、酢酸リチウム、酒石酸リチウム、リンゴ酸リチウム、クエン酸リチウムなどの有機
酸有機リチウム塩などのリチウム塩を用いることができる。特に炭酸リチウムは、凝結促
進効果、入手容易性、価格の面から好ましい。又、上記リチウム塩に硫酸アルミニウム、
硫酸カリウム、アルミン酸ナトリウム等の凝結促進成分を併用することが、さらに促進効
果が発揮されることから、特に好ましい。
【０１５３】
　凝結促進剤としては、特性を妨げない粒径を用いることが好ましく、粒径は５０μｍ以
下にすることが好ましい。特にリチウム塩を用いる場合、リチウム塩の粒径は５０μｍ以
下、より好ましくは３０μｍ以下、さらに好ましくは１０μｍ以下であることが好ましい
。粒径が５０μｍより大きくなるとリチウム塩の溶解度が小さくなる場合があり、また、
特に顔料添加系では微細な多数の斑点として目立ち、美観を損なう場合がある。
【０１５４】
　凝結促進剤は、水硬性成分１００質量部に対して、好ましくは０．０１～２質量部であ
り、より好ましくは０．０１～１質量部、さらに好ましくは０．０２～０．５質量部、特
に好ましくは０．０２～０．３質量部の範囲で用いることによって、本レベリング材の可
使時間を確保したのち好適な速硬性・速乾性を得ることができることから好ましい。
【０１５５】
　増粘剤は、ヒドロキシエチルメチルセルロースを含み、ヒドロキシエチルメチルセルロ
ースを除く他のセルロース系、スターチエーテル等の化工澱粉系、蛋白質系、ラテックス
系、及び水溶性ポリマー系などの増粘剤を併用して用いることができる。増粘剤の添加量
は、本発明の特性を損なわない範囲で添加することができる。具体的には、増粘剤の添加
は、水硬性成分１００質量部に対して、好ましくは０．００１～２質量部、より好ましく
は０．００５～１．５質量部、さらに好ましくは０．０１～１質量部、特に０．０５～０
．８質量部含むことが好ましい。増粘剤の添加量が多くなると、モルタル粘度が増加して
流動性の低下を招く恐れがあるために、０．００１～２質量部の範囲で用いることが好ま
しい。
【０１５６】
　増粘剤及び消泡剤を併用して用いることは、水硬性成分や細骨材などの骨材分離の抑制
、気泡発生の抑制、硬化体表面の改善に好ましい効果を与え、本レベリング材の硬化物の
特性を向上させる上で好ましい。
【０１５７】
　消泡剤は、シリコン系、アルコール系及びポリエーテル系などの合成物質又は鉱物油系
、植物由来の天然物質など、公知のものを１種又は２種以上を組み合わせて用いることが
できる。
【０１５８】
　消泡剤の添加量は、本発明の特性を損なわない範囲で添加することができる。具体的に
は、１種類の消泡剤を用いる場合、水硬性成分１００質量部に対して、好ましくは０．０
０１～３．０質量部、より好ましくは０．００５～２．５質量部、さらに好ましくは０．
０１～２．０質量部、特に０．０５～１．５質量部含むことが好ましい。消泡剤の添加量
は、０．００１～３．０質量部の範囲内が、好適な消泡効果が認められるために好ましい
。
【０１５９】
　また、２種類以上の消泡剤を併用する場合の消泡剤の添加量は、それぞれの消泡剤の添
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加量が水硬性成分１００質量部に対して、好ましくは０．００１～２質量部、より好まし
くは０．００５～１．５質量部、さらに好ましくは０．０１～１．３質量部、特に０．０
２～１．０質量部含むことが好ましい。消泡剤の添加量は、０．００１～２質量部の範囲
内であることが、好適な消泡効果が認められるために好ましい。
【０１６０】
　本レベリング材を構成する場合に、特に好適な成分構成は、アルミナセメント、ポルト
ランドセメント及び石膏からなる水硬性成分、アクリル共重合系の再乳化型樹脂粉末、無
機成分、珪砂などの細骨材、流動化剤、増粘剤、消泡剤並びに凝結調整剤を含むものであ
る。
【０１６１】
　本発明では、水硬性成分、アクリル共重合系の再乳化型樹脂粉末、無機成分、細骨材、
流動化剤、増粘剤、消泡剤及び凝結調整剤などを混合機で混合し、本レベリング材のプレ
ミックス粉体を得ることができる。
【０１６２】
　本レベリング材のプレミックス粉体は、所定量の水と混合・攪拌して、スラリー状のセ
ルフレベリング性を有するスラリー（レベリング材スラリー）を製造することができ、そ
のレベリング材スラリーを硬化させて本レベリング材の硬化体を得ることができる。
【０１６３】
　本レベリング材は、水と混合・攪拌してスラリーを製造することができ、水の添加量を
調整することにより、スラリーの流動性、可使時間、材料分離性、スラリー硬化体の強度
などを調整することができる。
【０１６４】
　本発明で用いるレベリング材スラリーは、本レベリング材（Ｓ）と水（Ｗ）とを質量比
（Ｗ／Ｓ）が、好ましくは０．１４～０．３４の範囲、より好ましくは０．１６～０．３
２の範囲、さらに好ましくは、０．１８～０．３０の範囲、特に好ましくは０．２０～０
．２８の範囲になるように配合して混練することが好ましい。
【０１６５】
　本レベリング材は、水と混合して調製したレベリング性を有するスラリーのフロー値が
、好ましくは１４０～２３０ｍｍ、より好ましくは１６０～２２０ｍｍ、さらに好ましく
は１８０～２１０ｍｍに調整されていることが、施工の容易さ及び適正な勾配を形成しつ
つ平滑性の高い硬化体表面を得られやすいという理由により好ましい。
【０１６６】
　本レベリング材を用いたレベリング材スラリーの施工厚さは、下地床表面の凹凸状態や
下地床表面の勾配状態によって異なり、個々の施工現場毎に適宜厚さを設定することがで
き、下地床面の最も凸部分上面を基準にして、好ましくは施工厚さ０．５ｍｍ～５０ｍｍ
の範囲、より好ましくは施工厚さ１ｍｍ～４０ｍｍの範囲、さらに好ましくは施工厚さ１
．５ｍｍ～３０ｍｍの範囲、特に好ましくは施工厚さ２ｍｍ～２０ｍｍの範囲で流し込み
施工することが好ましい。
【０１６７】
　本レベリング材を用いたレベリング材スラリーを下地床面の最も凸部分上面を基準にし
て０．５ｍｍ～１０ｍｍの高さまで薄く施工する場合は、前記スラリーを流し込み施工し
ながら、スパイクローラー、とんぼ、鏝などを用いてスラリーを均等に広げる操作を行い
、下地床面に薄層に前記スラリー層を形成し、左官鏝などを用いて適正な勾配になるよう
仕上げることが好ましい。
【０１６８】
　本レベリング材を用いたレベリング材スラリーを床スラブ面の最も凸部分上面を基準に
して１０ｍｍ～５０ｍｍの高さまで厚く施工する場合には、前記スラリーを流し込み施工
しながら、とんぼなどを用いてスラリーが均等に広がるように補助的な操作を行い、床ス
ラブ全体に厚層の前記スラリー層を形成し、適正な勾配になるよう左官鏝を用いて表面仕
上げを行うか定規ずりを行って仕上げることが好ましい。
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【０１６９】
　本レベリング材を用いたレベリング材スラリーは、良好な施工性を確保するために充分
な可使時間（ハンドリングタイム）を有している。レベリング材スラリーの可使時間は、
スラリー調製から好ましくは６０分間であり、より好ましくは４０分間であり、さらに好
ましくは３０分間である。
【０１７０】
　本レベリング材を用いたレベリング材スラリーは、施工場所の温度や湿度の条件にもよ
るが、施工終了後１時間～３時間の間に硬化を開始し、硬化の進行に伴って硬化体の表面
硬度が上昇し、硬化体表面の含水量が低下する。本レベリング材を用いたレベリング材ス
ラリー硬化体表面のショア硬度は、スラリーの打設（施工）から好ましくは５時間後に１
０以上、より好ましくは４．５時間後に１０以上、さらに好ましくは４時間後に１０以上
、特に好ましくは３時間後に１０以上であり、スラリー施工（打設・表面仕上げ）が終了
した後、速やかに硬化が進行することによってレベリング材スラリーの施工が完了する。
【０１７１】
　本レベリング材を用いたレベリング材スラリーは、速硬性・速乾性に優れた特性を有し
ており、速やかに良好な硬化状態と表面乾燥状態を得ることができ、次工程であるシート
仕上げ材や貼り床材の敷設工程への移行が翌日～３日後には可能となる。
【０１７２】
　本レベリング材を用いたレベリング材スラリーの硬化体表面は、好ましくは０／１００
０を超えて５０／１０００以下の勾配を有すること、より好ましくは０／１０００を超え
て４０／１０００以下の勾配を有すること、さらに好ましくは０／１０００を超えて３０
／１０００以下の勾配を有することによって良好な排水性を保持することができる。
【０１７３】
　本レベリング材を用いたレベリング材スラリー硬化体の長さ変化率の膨張は、好ましく
は０～０．０８％、より好ましくは０～０．０６％、さらに好ましくは０～０．０５％の
範囲であり、長さ変化率の収縮が好ましくは－０．０８～０％、より好ましくは－０．０
６～０％、さらに好ましくは－０．０５～０％の範囲である。このような膨張又は収縮の
特性を有するレベリング材の場合には、硬化体自体のクラック発生を防止でき、さらに下
地床との間で高い接着力を保持できることから好ましい。また、上記の長さ変化率の範囲
を外れた場合には、レベリング性スラリー硬化体の硬化収縮によってクラックが生じるこ
とがあり、そのクラックを介して下地床の離脱水分が拡散して、レベリング性スラリーの
硬化体上面にシート仕上げ材層などを敷設している場合に膨れが生じることがあるため、
上記の長さ変化率は０～０．０８％の範囲であることが好ましい。
【０１７４】
　＜仕上げ層＞
本発明の施工方法では、レベリング材スラリー硬化体層の上面に、各種樹脂製タイル、シ
ート仕上げ材又は塗り床材などの仕上げ材を適宜選択して用い、仕上げ層を形成すること
ができる。また、本発明の施工方法では、レベリング材スラリー硬化体層の上面に、各種
塗料を適宜選択して用い、塗装仕上げ層を形成することができる。
【０１７５】
　本発明の施工方法の仕上げ層に用いる塗り床材は、一般に、塗り床材用プライマー層、
塗り床材用ベースコート層及び塗り床材用トップコート層から構成される。また、目的・
用途によっては塗り床材用プライマー層と塗り床材用ベースコート層とを用いて構成され
、さらに塗り床材用プライマー層を設けたのち、塗り床材用ベースコート層及び塗り床材
用トップコート層をそれぞれ複数層設けて構成される。
【０１７６】
　本発明の施工方法に用いる塗り床材の種類としては、要求される特性に応じて有機質系
塗り床材又は無機質系塗り床材から適宜選択して用いることができる。本発明の施工方法
では、塗り床材が、エポキシ樹脂系塗り床材、ウレタン樹脂系塗り床材、メタクリル樹脂
系塗り床材、アクリル樹脂系塗り床材、ポリエステル樹脂系塗り床材、ビニルエステル系
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塗り床材及びポリマーセメント系塗り床材から選択されるいずれか１種であることが好ま
しい。上述の下地調整材及びレベリング材とともに施工することにより、美観の良好な仕
上りとなるためである。
【０１７７】
　本発明の施工方法に用いる塗り床材用プライマー層は、塗り床材の下地との付着性向上
や下地への吸い込み防止、塗り床材のピンホール防止のために用いられる。また、塗り床
材用プライマー層の形成のために、有機質系塗り床材用プライマー及び無機質系塗り床材
用プライマーなどを用いることができる。
【０１７８】
　本発明の施工方法に用いる有機質系塗り床材用プライマーは、溶剤形エポキシ樹脂系、
無溶剤形エポキシ樹脂系、水性形エポキシ樹脂系、水性形エポキシ樹脂系とセメントの混
合物、溶剤形ウレタン樹脂系、溶剤形ウレタン樹脂系とセメントの混合、無溶剤形ウレタ
ン樹脂系、湿気硬化形ウレタン樹脂系、湿気硬化形ウレタン樹脂系とセメントの混合、メ
タクリル樹脂系、溶剤形アクリル樹脂系及び／又は水性形アクリル樹脂系等を用いること
ができる。また、用途により有機系顔料、無機系顔料、タルク、炭酸カルシウム及び／又
は粉末状シリカ等の充填材を含有した塗り床材用プライマーを用いることができる。
【０１７９】
　本発明の施工方法に用いる無機質系塗り床材用プライマーは、水形エチレン酢酸ビニル
樹脂系、水形アクリル樹脂系、溶剤形エポキシ樹脂系及び／又は溶剤形アクリル樹脂系等
を用いることができる。
【０１８０】
　本発明の施工方法に用いる塗り床材用プライマーの施工は、各塗り床材メーカーの施工
要領書に準拠し、ハケ及び／又はローラーを適宜選択して使用することができる。
【０１８１】
　本発明で使用する塗り床材用ベースコート層は、塗り床材の耐久性、機械的強度及び弾
性等の主な機能を付与するために用いられる。また、塗り床材用ベースコート層の形成の
ために、有機質系塗り床材用ベースコート及び無機質系塗り床材用ベースコートなどを用
いることができる。
【０１８２】
　本発明の施工方法に用いる有機質系塗り床材用ベースコートは、溶剤形エポキシ樹脂系
、無溶剤形エポキシ樹脂系、水性形エポキシ樹脂系、溶剤形ウレタン樹脂系、溶剤形ウレ
タン樹脂系、湿気硬化形ウレタン樹脂系、メタクリル樹脂系、溶剤形アクリル樹脂系、水
性形アクリル樹脂系、ポリエステル樹脂系及び／又はビニルエステル樹脂系等を用いるこ
とができる。また用途により有機系顔料、無機系顔料、タルク、炭酸カルシウム及び／又
は粉末状シリカ等の充填材さらには細骨材を含有した有機質系塗り床材用ベースコートを
用いることができる。
【０１８３】
　本発明の施工方法に用いる無機質系塗り床材用ベースコートは、ポルトランドセメント
、白色ポルトランドセメント、超速硬セメント、特殊速硬形セメント及びアルミナセメン
トからなる１種又は２種以上を組み合わせたセメント質、及びエチレン酢酸ビニル、スチ
レンブタジエンゴム、クロロプレンゴム、アクリル及びエポキシ等の合成樹脂エマルショ
ンからなる１種又は２種以上を組み合わせた樹脂質から構成される塗り床材用ベースコー
トを用いることができる。また、用途により有機系顔料、無機系顔料、タルク、炭酸カル
シウム及び／又は粉末状シリカ等の充填材を含有した無機質系塗り床材用ベースコートを
用いることができる。
【０１８４】
　本発明の施工方法に用いる塗り床材用ベースコートの施工は、各塗り床材メーカーの施
工要領書に準拠し、鏝、ローラー及び／又はハケを適宜選択して使用することができる。
【０１８５】
　本発明で用いる塗り床材用トップコート層は、耐候性、耐汚染性、防滑性及び／又はつ
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や消し仕上げ等のベースコート層の保護や各種機能を付与することを目的として用いられ
る。
【０１８６】
　本発明の施工方法に用いる有機質系又は無機系の塗り床材用トップコートとしては、溶
剤形エポキシ樹脂系、無溶剤形エポキシ樹脂系、水性形エポキシ樹脂系、溶剤形ウレタン
樹脂系、溶剤形ウレタン樹脂系、湿気硬化形ウレタン樹脂系、メタクリル樹脂系、溶剤形
アクリル樹脂系、水性形アクリル樹脂系、ポリエステル樹脂系及びビニルエステル樹脂系
等から選ばれる１種又は２種以上のトップコートを適宜選択し、１層又は２層以上施工し
て用いることができる。
【０１８７】
　本発明の施工方法に用いる塗り床材用トップコートの施工は、各塗り床材メーカーの施
工要領書に準拠し、鏝、ローラー又はハケ等を適宜選択して使用することができる。
【０１８８】
　本発明の施工方法における仕上げ層は、タイル仕上げ、天然石板仕上げ、陶磁器板仕上
げ、金属板仕上げ、樹脂板仕上げ及び樹脂シート仕上げから選ばれる貼り床仕上げ、塗り
床材仕上げ及び塗料を用いた塗装仕上げから適宜選択して用いることにより設けることが
でき、上述の下地調整材及びレベリング材とともに施工することにより、美観の良好な仕
上りを得ることができる。
【実施例】
【０１８９】
　以下、本発明について実施例に基づいて詳細に説明する。但し、本発明は下記の実施例
により制限されるものでない。
【０１９０】
　（特性の評価方法）
（１）レベリング材スラリーの流動性評価：
・フロー値の測定法：
　ＪＡＳＳ・１５Ｍ－１０３に準拠して測定する。厚さ５ｍｍのみがき板ガラスの上に内
径５０ｍｍ、高さ５１ｍｍの樹脂製パイプ（内容積１００ｍｌ）を設置し、練り混ぜたレ
ベリング材スラリーを樹脂製パイプの上端まで充填した後、パイプを鉛直方向に引き上げ
る。スラリーの広がりが静止した後、直角２方向の直径を測定し、その平均値をフロー値
とし、スラリーの流動性を評価した。
・ＳＬ値の測定方法：
　ＳＬ値は、図２に示すＳＬ測定器を使用し、幅３０ｍｍ×高さ３０ｍｍ×長さ７５０ｍ
ｍのレールに、先端より長さ１５０ｍｍのところに堰板を設け、混練直後のスラリーを所
定量満たして成形した。成形直後に堰板を引き上げて、スラリーの流れの停止後に、標点
（堰板の設置部）からスラリー流れの最短部までの距離を測定し、その値（ＳＬ値）をＬ
０とし、堰板より２００ｍｍ流れる時間を測定し、その測定時間をＳＬ流動速度（Ｌ０）
（秒／２００ｍｍ）とした。
【０１９１】
（２）レベリング材スラリーの施工性評価：
　屋外条件下で、１ｍ×０．５ｍの区画の硬化コンクリート下地にレベリング材用プライ
マーの３倍液（原液１５０ｇ／ｍ２に水を３００ｇ／ｍ２加える）を塗布して自然乾燥さ
せた。プライマーが造膜後、レベリング材スラリーを平均施工厚さが６ｍｍになるよう流
し込んだ後、勾配が１０／１０００となるように左官鏝を用いてスラリー表面を成形し（
１０００ｍｍスパンにおいて、最低施工厚さは１ｍｍ、最高施工厚さ１１ｍｍとなる）、
鏝作業性を評価した。また、レベリング材スラリーを施工した後、スラリー表面の光沢が
なくなるまでの時間（水引き時間）、スラリー施工後のスラリー硬化体の表面硬度（ショ
ア硬度）及び硬化体の表面性状について評価を行った。
・勾配形成性：
　スラリーが硬化した後、スラリー硬化体の表面の勾配を測定し、左官鏝を用いて形成し
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た勾配（１０／１０００）が保持されているか評価した。評価指標は、勾配Ｘが（９．５
≦Ｘ≦１０）／１０００の場合は良、勾配Ｘが（９≦Ｘ＜９．５）／１０００の場合は可
、勾配Ｘが（Ｘ＜９）／１０００の場合は不可とした。
・鏝作業性：
　鏝作業性は、鏝放れ性、鏝切れ性を評価し、評価の高い順より、優＞良＞可＞不可の４
段階で評価し、可以上を合格とした。
【０１９２】
（３）レベリング材スラリー硬化体の表面特性の評価：
・ショア硬度の測定法：
　レベリング材スラリーを流し込み施工した後、所定の経過時間において、硬化した表面
にスプリング式硬度計タイプＤ型（上島製作所製）を用いて任意の６カ所に垂直に押し付
け、その時のスプリング式硬度計タイプＤ型のゲージの読み取り値の平均値をその時間の
ショア硬度とし表面硬度を評価した。
・硬化体表面の性状：
　スラリー硬化体表面の性状は、硬化後（ショア硬度測定可能時点）、材齢２４時間時点
でシワ及び気泡の有無を目視で観察することで評価した。クラックは、材齢２８日にて評
価を行った、評価基準は以下のとおりとする。
○：無し、×：有り。
【０１９３】
　（使用材料）：以下の材料を使用した。
１）レベリング材用プライマー　：　宇部興産社製、ＵプライマーＧ
２）レベリング材　：　下記の原材料を表１に示す配合割合で混合したレベリング材を使
用した。
・アルミナセメント　　　：　フォンジュ、ケルネオス社製、ブレーン比表面積３１００
ｃｍ２／ｇ。
・ポルトランドセメント　：　早強セメント、宇部三菱セメント社製、ブレーン比表面積
４５００ｃｍ２／ｇ。
・石膏　　　：　ＩＩ型無水石膏、セントラル硝子社製、ブレーン比表面積３４６０ｃｍ
２／ｇ。
・細骨材　　：　珪砂：６号珪砂。
・無機成分　：　高炉スラグ微粉末、リバーメント、千葉リバーメント社製、ブレーン比
表面積４４００ｃｍ２／ｇ。
・樹脂Ａ　　：　アクリル酸エステル／メタアクリル酸エステルの共重合体、１次粒子が
ポリビニルアルコールの水溶性保護コロイドで被覆された再乳化型樹脂粉末、ニチゴー・
モビニール社製、ＤＭ７０００Ｐ。
・樹脂Ｂ　　：　酢酸ビニル／バーサチック酸ビニルエステル／アクリル酸エステルの共
重合体、再乳化型樹脂粉末、ニチゴー・モビニール社製、ＤＭ２０７１Ｐ。
・樹脂Ｃ　　：　エチレン－酢酸ビニル共重合体、再乳化型樹脂粉末、旭化成ケミカルズ
社製、ＲＥ５０４４Ｎ。
・樹脂Ｄ　　：　スチレン／アクリル酸エステル／メタクリル酸共重合体のエマルション
、宇部興産社製、ＵプライマーＧ。
・凝結遅延剤ａ　：　重炭酸ナトリウム、東ソー社製。
・凝結遅延剤ｂ　：　Ｌ－酒石酸二ナトリウム、扶桑化学工業社製。
・凝結促進剤ａ　：　炭酸リチウム、本荘ケミカル社製。
・凝結促進剤ｂ　：　硫酸アルミニウム、大明化学工業社製。
・凝結促進剤ｃ　：　アルミン酸ナトリウム、北陸化成社製。
・流動化剤　　　：　ポリカルボン酸系流動化剤、花王社製。
・増粘剤　　　　：　ヒドロキシエチルメチルセルロース系増粘剤、マーポローズＭＸ－
３００００、松本油脂社製。
・消泡剤　　　　：　ポリエーテル系消泡剤、サンノプコ社製。
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【０１９４】
　（レベリング材のスラリー調製）
　表１に示す、条件及び配合割合で調製したレベリング材と水とを、レベリング材１００
質量部に対して水２５質量部の割合で配合し、回転数１１００ｒｐｍのハンドミキサーを
用いて３分間混練して、レベリング材スラリーを調製した。
【０１９５】
　［実験例１～３及び比較例１～４］
表１に示す成分を配合したレベリング材を用いてレベリング材スラリーを調製した。スラ
リーの流動性（フロー値、ＳＬ値、スラリー移動速度）の測定結果を表２に示す。
【０１９６】
　スラリーの鏝施工性、勾配形成性、ショア硬度及び硬化体表面状態を評価した結果を表
２に示す。
【０１９７】
【表１】

【０１９８】
【表２】

【０１９９】
（１）樹脂成分を配合していない比較例１のレベリング材の場合、良好な勾配形成性が得



(29) JP 2010-77702 A 2010.4.8

10

20

30

40

50

られず、さらに硬化体の表面にはクラックが発生した。
（２）樹脂成分としてアクリル酸エステル／メタアクリル酸エステル共重合体の再乳化型
樹脂粉末を用いた実験例１の場合、勾配の形成性及び鏝作業性が良好であり、さらに硬化
体の表面状態についても良好であった。
また、実験例２及び３に示すように、温度が２１℃の場合、５℃の場合においても良好な
施工性と勾配形成性、並びに優れた硬化体表面状態を得ることができた。
（３）樹脂成分として酢酸ビニル／バーサチック酸ビニルエステル／アクリル酸エステル
の共重合体の再乳化型樹脂粉末を用いた比較例２、及び、エチレン－酢酸ビニル共重合体
の再乳化型樹脂粉末の場合、鏝作業性は優れているものの勾配の形成性は実験例１と比較
して劣っていた。また、硬化体表面にはシワが発生し、平滑で良好な仕上り面は得られな
かった。
（４）樹脂成分としてスチレン／アクリル酸エステル／メタクリル酸共重合体のエマルシ
ョンを用いた比較例４の場合、施工性については実験例１と同等の特性が得られたが、硬
化体表面には気泡が認められ、平滑で良好な仕上り面は得られなかった。
【０２００】
　上記実験例の施工方法は、速硬性・速乾性に優れる水硬性成分と、１次粒子がポリビニ
ルアルコールの水溶性保護コロイドで被覆されたアクリル酸エステル／メタアクリル酸エ
ステルの共重合体の再乳化型樹脂粉末とを含むレベリング材を用いることによって、適度
なスラリー粘性とチクソトロピックな性状を有していて水勾配の形成が容易で、かつ、平
滑な床面の形成が可能であり、速硬性・速乾性に優れるとともに低収縮性、及び、ひびわ
れ抵抗性を有し、屋外環境下で施工しても良好な表面仕上りが得られ、耐候性に優れた勾
配を有する複合床構造体を得ることができる。
【０２０１】
［実施例１～３及び比較例１～３］
　下地調整材として使用したポリマーセメント組成物は、以下の材料を使用した。
【０２０２】
（ポリマーセメント組成物Ａの使用材料）
　ポリマーセメント組成物Ａの製造の際に使用した材料は、下記のとおりである。
・エポキシ樹脂／主剤（油性）　：Ｒ－３６２クリヤ－Ｒ（成分：ビスフェノールＡ型液
状エポキシ樹脂、ノニルフェノール、アイカ工業製）
・硬化剤（水性）：Ｐ－９６０Ｈ（成分：変性ポリアミドアミン、アイカ工業製）
・アルミナセメント（フォンジュ、ケルネオス社製、ブレーン比表面積３１００ｃｍ２／
ｇ）。
・ポルトランドセメント（早強セメント、宇部三菱セメント社製、ブレーン比表面積４５
００ｃｍ２／ｇ）。
・細骨材　　：　６号珪砂。
・無機成分　：　高炉スラグ（リバーメント、千葉リバーメント社製、ブレーン比表面積
４４００ｃｍ２／ｇ）。
・石膏　　　：　ＩＩ型無水石膏（セントラル硝子社製、ブレーン比表面積３４６０ｃｍ
２／ｇ）。
・炭酸リチウム（凝結促進剤）：（本荘ケミカル社製）。
・重炭酸ナトリウム（凝結遅延剤）：重炭酸ナトリウム（東ソー社製）。
・酒石酸ナトリウム（凝結遅延剤）：Ｌ－酒石酸二ナトリウム（扶桑化学工業社製）。
・流動化剤：ポリカルボン酸系流動化剤（花王社製）。
・増粘剤　：ヒドロキシメチルセルロース系増粘剤（マーポローズＥＭＰ－３０、松本油
脂社製）。
・消泡剤　：ポリエーテル系消泡剤（サンノプコ社製）。
【０２０３】
（ポリマーセメント組成物Ｂの使用材料）
　ポリマーセメント組成物Ｂの製造の際に使用した材料は、下記のとおりである。
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・エチレン－酢酸ビニル共重合体及びアクリル系重合体を含むエマルション：高圧ガス工
業（株）製、ペガール８４２（ガラス転移温度：－１５℃）。
・アルミナセメント（フォンジュ、ケルネオス社製、ブレーン比表面積３１００ｃｍ２／
ｇ）。
・タルク：日本タルク（株）製、タルクＳ。
・珪砂：宇部サンド工業（株）製、６号珪砂。
・消泡剤　　：　ポリエチレングリコール系消泡剤（サンノプコ社製）。
・短繊維：ガラス短繊維、繊維長＝６ｍｍ、日本電気硝子社製。
【０２０４】
（ポリマーセメント組成物Ｃの使用材料）
　ポリマーセメント組成物Ｃの製造の際に使用した材料は、下記のとおりである。
・アクリル系ポリマーエマルション　：　カチオン系・アクリル樹脂系ポリマーエマルシ
ョン、樹脂成分（スチレン・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステ
ル・メタクリル酸共重合樹脂＝９２質量％、ポリオキシエチレン・ノニルフェニルエーテ
ル＝８質量％）、宇部興産社製。
・ポルトランドセメント（早強セメント、宇部三菱セメント社製、ブレーン比表面積４５
００ｃｍ２／ｇ）。
・細骨材　　：　７号珪砂、瓢屋社製。
・無機成分　：　高炉スラグ（リバーメント、千葉リバーメント社製、ブレーン比表面積
４４００ｃｍ２／ｇ）。
・増粘剤　　：　ヒドロキシエチルメチルセルロース系増粘剤、マーポローズＭＸ－３０
０００、松本油脂社製。
・消泡剤　　：　ポリエチレングリコール系消泡剤（サンノプコ社製）。
【０２０５】
（プライマー）
　プライマーは、下記のものを使用した。
・プライマー　：　Ｕ－プライマーＧ（アクリル樹脂系プライマー）、宇部興産社製。
【０２０６】
　下地調整材で使用したポリマーセメント組成物Ａ、Ｂ及びＣは、表３に示す配合割合で
水硬性組成物とポリマーとを用いて以下の手順で調製した。
【０２０７】
（ポリマーセメント組成物Ａの調製手順）
　エポキシ樹脂の油性（非水性）主剤と水性硬化剤とを、２Ｌのポリ容器に計り取り、０
．１５ＫＷ攪拌機を使用して１３００ｒｐｍの条件下で白濁色の液体になるまで強制混合
攪拌してエポキシ樹脂エマルションを調製した。このエポキシ樹脂エマルションと、アル
ミナセメント、ポルトランドセメント、細骨材、無機成分、石膏、流動化剤、増粘剤、凝
結調整剤（凝結促進剤及び凝結遅延剤）及び消泡剤を、ロッキングミキサーを用いて混合
して調製した水硬性組成物とを、３分間混合してポリマーセメント組成物Ａを調製した。
【０２０８】
（ポリマーセメント組成物Ｂの調製手順）
２Ｌのポリ容器にエマルションの固形分合計４８７ｇと、表３に示す水硬性組成物の成分
３５２ｇとを０．１５ＫＷ攪拌機を使用し１３００ｒｐｍの条件下で３分間混合し、ポリ
マーセメント組成物Ｂを調製した。
【０２０９】
（ポリマーセメント組成物Ｃの調製手順）
ポルトランドセメント、細骨材、無機成分、増粘剤及び消泡剤を、ロッキングミキサーを
用いて混合して調製した水硬性組成物と、アクリル樹脂系ポリマーエマルションとを、表
３に示す割合で０．１５ＫＷ攪拌機を使用し１３００ｒｐｍの条件下で３分間混合してポ
リマーセメント組成物Ｃを調製した。
【０２１０】
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【表３】

【０２１１】
　３００ｍｍ×３００ｍｍ×５ｍｍの鋼板に、ポリマーセメント組成物Ａ～Ｃを施工して
乾燥させ、鋼板上面に下地調整材層を設けた。また、同様の鋼板にプライマーを塗布施工
して乾燥させ、鋼板上面にプライマーの下地調整材層を設けた。下地調整材の厚さは、い
ずれも０．５ｍｍになるように施工した。
【０２１２】
　室温２０℃、相対湿度６５％の条件下で、４種類の下地調整材層を設けた鋼板と下地調
整材層を設けない鋼板の上面に、実験例１で用いたレベリング材スラリーを施工厚さが１
０ｍｍになるように流し込み、左官鏝で表面を均して平坦な面を形成した。このレベリン
グ材スラリーを硬化させ、ＪＡＳＳ　１５　Ｍ－１０３（セルフレベリング材の品質基準
）に記載の表面接着試験用供試体の規定にしたがって、材齢１４日間養生してレベリング
材スラリー硬化体層を表層に有する接着試験用の複合供試体を得た。
【０２１３】
　レベリング材スラリー硬化体層を表層に有する複合供試体について、接着試験を行った
結果を表４に示す。
【０２１４】
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【表４】

【０２１５】
　表４に示す複合供試体の接着試験の結果から、アルミナセメントを含むポリマーセメン
ト組成物Ａ及びＢを用いて下地調整材層を形成した実施例１～３の場合、良好な接着強度
を有する複合供試体を得ることができたといえる。特にエチレン－酢酸ビニル共重合体及
びアクリル系重合体を含むエマルションと、アルミナセメントを含む水硬性組成物とを用
いたポリマーセメント組成物Ｂを用いた場合には、特に優れた接着強度特性を示した。ま
た、ポリマーセメント組成物Ｂを鏝塗り施工して下地調整材層を設けた実施例１では、卓
越した接着強度を得ることができた。
【図面の簡単な説明】
【０２１６】
【図１】本発明の勾配を有する複合床構造体の施工方法について、施工手順の概要を示す
模式図である。
【図２】ＳＬ測定器を用いて水硬性スラリーのレベリング性を評価する概略を示す模式図
である。
【符号の説明】
【０２１７】
　１１　：　下地床
　１２　：　下地床表面
　１３　：　下地調整材層
　１４　：　レベリング材スラリー
　１５　：　左官鏝
　１６　：　レベリング材スラリー硬化体層
　１７　：　仕上げ層
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